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は

じ

め

に

グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
進
展
、
あ
る
い
は
、
最
近
で
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独
立
を
め
ぐ
る
住
民
投
票
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

こ
れ
ま
で
の
主
権
国
家
や
国
民
国
家
の
枠
組
み
は
大
き
く
揺
ら
ぎ
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
を
含
め
、
お
お
よ
そ
一
六
世
紀

か
ら
一
八
世
紀
ま
で
の
初
期
近
代
（
近
世
）ea

rly m
o
d
ern

と
呼
ば
れ
る
時
代
ま
で
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
理
念
と

同
様
に
、
こ
れ
ら
の
近
代
的
な
「
国
家
」S

ta
te

の
概
念
も
ま
た
、
あ
く
ま
で
も
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
な
ど
を
転

換
点
と
す
る
時
代
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
を
一
つ
の
出
発
点
と
し
て
、
政
治
思
想
史
の

観
点
か
ら
、
一
元
的
な
権
力
や
均
質
的
な
国
民
か
ら
成
り
立
つ
「
国
家
」
が
自
明
で
な
か
っ
た
時
代
の
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
け
る
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
統
治
論
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
か
つ
て
は
近
代
国
家
の
一
つ
の
模
範
と
さ
れ
た
「
イ
ギ
リ
ス
」
は
、
現
在
で
も
な
お
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と

ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
連
合
王
国
」U

n
ited K

in
g
d
o
m

で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は

か
つ
て
、
全
世
界
に
版
図
を
広
げ
た
帝
国
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
ブ
リ
テ
ン
帝
国
」B

ritish
 
E
m
p
ire

が
形
成
さ
れ
る

過
程
の
一
つ
の
重
要
な
起
点
と
な
っ
た
の
が
、
一
二
世
紀
以
降
に
繰
り
返
さ
れ
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
よ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
征
服
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
統
治
を
め
ぐ
っ
て
は
、

帝
国
」
や
「
征
服
」、
あ
る
い
は
「
植
民
」
や
「
改
革
」
な
ど
を
め
ぐ
る
、
近

代
的
な
「
国
家
」
の
視
点
か
ら
は
充
分
に
見
え
て
こ
な
い
言
説
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
で
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
近
代
的
な
「
国
家
」
の
概
念
に
加
え
、

文
明
」civ

iliza
tio
n

と
い
う
言
葉
が
登
場
し
た
の
も
一
八
世
紀
後

半
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
よ
る
『
英
語
辞
典
』

１
）

1755

）
の
記
述
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
以
前
は
、

文
明
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
「
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
」civ

ility

が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
「
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
」
は
、
野
蛮
や
未
開
と
対
置

さ
れ
る
一
方
で
、
動
的
な
進
歩
の
過
程
や
産
業
技
術
の
発
達
を
含
意
す
る
近
代
のciv

iliza
tio
n

と
は
異
な
り
、
秩
序
や
礼
儀
、
丁
寧
さ
、
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そ
し
て
市
民
性
な
ど
を
広
く
意
味
し
た２

）。
ブ
ラ
デ
ィ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
多
義
的
な
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
の
概
念
は
、
ブ
リ
テ
ン
帝
国

の
も
と
に
諸
地
域
を
統
合
し
、
秩
序
を
形
成
す
る
う
え
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た３

）。
そ
し
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
け
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

統
治
を
正
当
化
す
る
大
き
な
理
由
の
一
つ
は
、
実
際
に
、
征
服
や
植
民
、
改
革
な
ど
を
通
じ
て
「
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
」
を
導
入
し
、
野
蛮
や
未

開
の
状
態
を
改
善
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
端
に
位
置
し
、
ブ
リ
テ
ン
島
の
西
に
あ
っ

て
大
西
洋
に
浮
か
ぶ
一
つ
の
島
の
記
憶
や
経
験
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
近
代
的
な
「
国
家
」
と
「
文
明
」
の
見
方
を
歴
史
的
な
観

点
か
ら
問
い
直
す
た
め
の
、
一
つ
の
重
要
な
出
発
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
代
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ
の
関
心
は
、
少
な
く
と
も
国
内
の
政
治
思
想
史
研
究
に
お
い
て
は
、
わ
ず
か
に
佐
々
木
武
氏

の
論
稿
な
ど
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た４

）。
そ
れ
ゆ
え
、

イ
ギ
リ
ス
」
政
治
思
想
史
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
「
市
民
革
命
」

や
「
立
憲
主
義
」
な
ど
に
比
べ
、

ブ
リ
テ
ン
帝
国
」
の
形
成
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
「
征
服
」、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
「
併
合
」、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
と
の
「
合
同
」、
北
ア
メ
リ
カ
等
へ
の
「
植
民
」、
さ
ら
に
は
「
同
盟
」
「
連
邦
」
「
属
領
」
と
い
っ
た
国
家
の
単
位
を
超
え
る
対
外
的
な

主
題
に
つ
い
て
は
関
心
が
薄
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
近
年
で
は
そ
の
一
方
で
、
主
権
国
家
や
国
民
国
家
の
揺
ら
ぎ
を
反
映
し
て
、
た
と
え
ば
英
国
学
派
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

国
際
」
的
な
政
治
思
想
の
展
開
に
も
関
心
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
近
年
で
は
ま
た
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
や
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
な
ど

に
加
え
、
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ロ
ッ
ク
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
バ
ー
ク
な
ど
の
国
際
政
治
思
想
に
関
す
る
研
究
や
、
連
邦
主
義
や
コ
ス

モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
、
国
家
主
権
、
戦
争
と
平
和
、
帝
国
や
外
交
な
ど
の
思
想
史
や
概
念
史
の
研
究
も
着
手
さ
れ
て
い
る５

）。

他
方
で
ま
た
、
と
く
に
ブ
リ
テ
ン
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
関
し
て
見
逃
せ
な
い
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
心
の
一
国
史
観
や
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
愛
国
主
義
的
な
歴
史
観
を
覆
す
に
至
っ
た
、
近
年
に
お
け
る
歴
史
研
究
の
目
覚
ま
し
い
進
展
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ポ
ー

コ
ッ
ク
に
よ
る
「
ブ
リ
テ
ン
史
」
の
提
唱
は
一
九
八
〇
年
代
末
以
降
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た６

）。
こ
れ
に
加
え
て
、
初
期
近

征服とシヴィリティ（木村）

（82-２･３- ）335 79



代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
家
が
、
一
元
的
で
均
質
な
国
家
で
は
な
く
、
そ
の
領
域
内
に
複
数
の
共
同
体
や
民
族
、
制
度
や
文
化
な
ど
を
抱
え

る
「
複
合
的
」co

m
p
o
site

も
し
く
は
「
多
元
的
」m

u
ltip

le

な
国
家
で
あ
る
こ
と
も
併
せ
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た７

）。
そ
の
結
果
、

ブ
リ
テ
ン
」
も
ま
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
複
合

的
も
し
く
は
多
元
的
な
国
家
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、

ブ
リ
テ
ン
島
」
や
「
大
西
洋
群
島
」
を
舞
台
と
し
た
相
互
作
用
の
歴
史
を
描
き

直
す
試
み
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る８

）。

ま
た
、
ク
イ
ン
や
キ
ャ
ニ
ー
ら
に
よ
っ
て
先
導
さ
れ
て
き
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
史
研
究９

）や
、
ア
メ
リ
カ
の
側
か
ら
ベ
イ
リ
ン
ら
に
よ
っ
て
提

唱
さ
れ
た
「
大
西
洋
史
」
研
究
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
植
民
地
の
経
験
が
、
ブ
リ
テ
ン
島
の
み
な
ら
ず
、
大
西
洋
を
越
え
て
新
大
陸

と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た10

）。
さ
ら
に
、
従
来
の
帝
国
史
研
究11

）の
進
展
に
加
え
、
以
上
の
よ
う
な
「
ブ
リ
テ
ン
史
」
や
「
大
西
洋

史
」
研
究
な
ど
の
架
橋
を
試
み
る
研
究12

）と
し
て
、
た
と
え
ば
ア
ー
ミ
テ
イ
ジ
は
「
ブ
リ
テ
ン
帝
国
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
起
源
や
「
独
立
宣

言
」
の
世
界
史
、

近
代
国
際
思
想
」
の
基
礎
と
い
っ
た
新
た
な
主
題
を
開
拓
し
て
い
る13

）。
そ
し
て
、
以
上
の
諸
研
究
は
、
歴
史
学
の
分
野

に
狭
く
留
ま
る
こ
と
な
く
、
文
学
研
究
な
ど
の
他
分
野
の
研
究
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
「
イ
ギ
リ
ス
」

‖
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
）

の
枠
を
超
え
た
一
連
の
「
ブ
リ
テ
ン
」
政
治
思
想
史
研
究
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る14

）。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
近
代
的
な
「
国
家
」
や
「
文
明
」
の
観
点
か
ら
は
充
分
に
見
え
て
こ
な
い
、
複
合

的
・
多
元
的
な
ブ
リ
テ
ン
帝
国
の
形
成
を
め
ぐ
る
言
説
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
の
う
え
で
、
今
回
は
、
一
七
世
紀
以

降
に
本
格
化
す
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
の
統
合
問
題
や
ア
メ
リ
カ
へ
の
植
民
計
画
の
先
例
と
な
る
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
め

ぐ
る
人
文
主
義
的
な
統
治
論
を
考
察
し
た
い
。
以
下
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
同
時
代
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
ま
さ
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に

よ
る
征
服
や
植
民
や
改
革
を
通
じ
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
や
思
慮
な
ど
に
具
現
さ
れ
る
人
文
主
義
的
な
教
養
や
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
の
実
践
が
集
合
的

に
試
み
ら
れ
た
一
つ
の
「
実
験
場15

）」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

論 説
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一

人
文
主
義
と
帝
国

（
一
）
帝
国
の
ル
ネ
サ
ン
ス

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
に
よ
れ
ば
、
一
四
八
五
年
に
お
け
る
ヘ
ン
リ
七
世
の
即
位
は
同
時
に
ま
た
、

シ

ヴ
ィ
リ
テ
ィ
と
学
問
」civ

ility
 
a
n
d
 
scien

ces

の
「
夜
明
け
」
を
も
た
ら
し
た16

）。
実
際
に
、
こ
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
出
身
の
ヘ
ン
リ
か
ら
一
六

〇
三
年
に
崩
御
す
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
に
至
る
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
の
時
代
は
、
人
文
主
義
の
浸
透
が
広
く
見
ら
れ
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け

る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
と
さ
れ
る
。
ス
キ
ナ
ー
が
『
近
代
政
治
思
想
の
基
礎
』

1978

）
で
描
い
た
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
を

モ
デ
ル
と
し
、
文
法
・
修
辞
・
詩
・
歴
史
・
道
徳
哲
学
を
基
礎
と
す
る
人
文
主
義
は
、
そ
の
発
信
源
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
か
ら
ア
ル
プ
ス
を
越

え
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
含
む
北
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
伝
播
し
た17

）。
こ
の
人
文
主
義
に
つ
い
て
は
ま
た
、
ハ
ン
ス
・
バ
ロ
ン
や
ポ
ー
コ
ッ
ク
に

よ
っ
て
、
一
四
〇
〇
年
代
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
に
お
い
て
花
開
い
た
市
民
的
人
文
主
義civ

ic h
u
m
a
n
ism

の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
『
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
』

1975

）
の
な
か
で
、
こ
の
市
民
的
人
文
主
義
が

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
を
経
て
、
一
七
世
紀
中
葉
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
一
八
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
の
共
和
主
義
に
受
け
継
が
れ
た
過
程
が
描
か
れ
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る18

）。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
帝
国
や
、
あ
る
い
は
複
合
的
・
多
元
的
国
家
と
人
文
主
義
と
の
関
連
は
必

ず
し
も
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、『
近
代
政
治
思
想
の
基
礎
』
に
お
け
る
ス
キ
ナ
ー
の
関
心
は
逆
に
、
あ
く
ま

で
も
「
近
代
の
国
家
概
念
」
が
形
成
さ
れ
る
「
経
緯
」
や
「
前
提
条
件
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た19

）。
ま
た
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
影
響

を
受
け
た
コ
リ
ン
ソ
ン
や
ペ
ル
ト
ネ
ン
た
ち
は
、『
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
』
の
議
論
を
拡
張
し
、
一
七
世
紀
の
内
乱
期
以
前

か
ら
す
で
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
共
和
主
義
の
萌
芽
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
彼
ら
が
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言
う
「
君
主
政
的
共
和
国
」m

o
n
a
rch

ica
l rep

u
b
lic

あ
る
い
は
「
擬
似
共
和
主
義
」q
u
a
si-rep

u
b
lica

n
ism

の
例
と
し
て
着
目
さ
れ
た

の
が
、
以
下
で
も
言
及
す
る
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
な
ど
の
顧
問
官
た
ち
で
あ
り
、
あ
る
い
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ビ
ー
コ
ン
や
エ
ド
マ
ン
ド
・
ス
ペ

ン
サ
ー
ら
を
含
む
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
行
政
官
た
ち
で
あ
っ
た20

）。

し
か
し
、
以
下
で
議
論
す
る
よ
う
に
、
人
文
主
義
的
な
教
養
を
有
す
る
彼
ら
が
実
際
に
直
面
し
て
い
た
の
は
、
近
代
国
家
の
建
設
や
共
和

主
義
の
受
容
よ
り
は
む
し
ろ
、
あ
く
ま
で
も
君
主
政
国
家
の
も
と
で
複
合
的
あ
る
い
は
多
元
的
な
帝
国
の
拡
大
も
し
く
は
維
持
を
目
指
し
、

複﹅
数﹅
の﹅
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
や
ビ
ヒ
モ
ス
を
い
か
に
統
治
す
る
か
と
い
う
、
き
わ
め
て
同
時
代
的
な
難
題
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る21

）。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、
改
め
て
同
時
代
に
お
け
る
人
文
主
義
の
議
論
を
眺
め
直
す
と
、
そ
こ
に
は
ま
た
、
ポ
リ
ス
や
レ
ス
・
プ
ブ
リ

カ
な
ど
に
由
来
す
る
伝
統
的
な
共
同
体
の
概
念
と
と
も
に
、
征
服
や
植
民
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
な
ど
の
帝
国
の
統
治
と
密
接
に
関
連
す
る
語
彙

も
ま
た
広
く
流
通
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く22

）。
そ
し
て
、
な
か
で
も
、
こ
れ
ら
の
言
説
の
歴
史
的
な
模
範
と
な
っ
た
の
が
、
帝
国
・
支
配
権

‖
イ
ン
ペ
リ
ウ
ムim

p
eriu

m

の
拡
大
に
成
功
し
た
古
代
ロ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
レ
ト
リ
ッ
ク
や
道
徳
哲
学
に
お
い
て
人
文
主
義

的
教
養
の
基
礎
と
な
る
キ
ケ
ロ
も
ま
た
、
た
と
え
ば
『
国
家
に
つ
い
て
』
の
な
か
で
、

わ
が
国
民
は
同
盟
国
を
守
る
こ
と
に
よ
り
、
い
ま

全
世
界
の
支
配
を
獲
得
し
た
」

3：
35

）
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る23

）。

（
二
）
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
け
る
帝
国
と
征
服

こ
の
よ
う
な
古
代
ロ
ー
マ
を
モ
デ
ル
と
し
た
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
帝
国
論
に
お
い
て
、
そ
の
再
生
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
で
あ
る
。
ポ
ー
コ
ッ
ク
や
ス
キ
ナ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、
彼
の
共
和
主
義
に
関
す
る
研
究
は
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
最
近

に
な
っ
て
、
彼
の
帝
国
論
や
拡
大
国
家
論
に
も
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た24

）。
な
か
で
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
新
た
に
注
目
さ

れ
る
の
が
『
君
主
論
』
の
第
三
章
と
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
第
二
巻
で
あ
ろ
う
。
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マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
リ
ウ
ィ
ウ
ス
の
『
ロ
ー
マ
建
国
史
』
に
依
拠
し
て
書
か
れ
た
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
の
第
一
巻
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ

型
の
拡
大
国
家
と
ス
パ
ル
タ
・
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
型
の
現
状
維
持
国
家
と
を
比
較
す
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
は
平
民
に
武

力
を
与
え
、
外
国
人
の
移
住
を
認
め
た
が
、
後
者
は
逆
に
平
民
を
戦
争
に
用
い
ず
、
外
国
人
に
対
し
て
門
戸
を
閉
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
状

維
持
を
目
指
し
た
。
こ
の
両
者
の
ど
ち
ら
が
望
ま
し
い
か
に
つ
い
て
、
彼
は
、
征
服
の
危
険
が
常
態
化
し
て
い
る
現
状
を
考
慮
し
、

必
要
」

n
ecessita

や
「
偉
大
さ
」g

ra
n
d
ezza

の
観
点
か
ら
、
内
紛
や
対
立
を
活
力
に
変
え
て
大
帝
国
へ
と
発
展
し
た
ロ
ー
マ
型
の
拡
大
国
家
を

模
範
と
し
た
（1：

6
）。
そ
の
う
え
で
彼
は
、
自
由
を
原
理
と
し
た
ロ
ー
マ
の
内
政
を
扱
っ
た
第
一
巻
に
続
い
て
、
第
二
巻
で
は
外
政
に
目

を
向
け
、
ロ
ー
マ
が
い
か
に
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
を
拡
大
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
の
第
二
巻
は
、
帝
国
と
征
服
の
手
引
き
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
よ
れ
ば
、

戦
争
の
目
的
は
征
服
す
る
こ
と
」
に
あ
り
、
さ
ら
に
は
征
服
地
と
本
国
を
と
も
に
繁
栄
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
（

25
）

2 ：
6

）。
そ
の
た
め
に
彼
は
、

ロ
ー
マ
の
並
外
れ
た
「
力
量
と
思
慮
」v
irtu

e

26
）

p
ru
d
en
za

に
注
目
し
（2：

1

）、
帝
国
を
築
く
方
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
為
政
者
は
、
ど
う
し
た
ら
市
民
の
人
口
を
殖
や
す
か
、
従
属
国
よ
り
は
む
し
ろ
同
盟
国
を
作
る
に
は
ど
う
す
れ

ば
よ
い
か
、
に
心
を
配
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
征
服
し
た
地
方
を
防
衛
す
る
た
め
に
屯
田
兵
を
定
住
さ
せ
た
り
、
敵
か
ら
分

捕
っ
た
も
の
は
国
庫
に
繰
り
入
れ
る
、
敵
を
従
え
る
に
は
包
囲
戦
を
避
け
て
、
急
襲
と
か
会
戦
を
行
な
う
、
ま
た
国
庫
は
富
ま
せ
て
個

人
は
質
素
に
す
る
よ
う
に
指
導
し
た
り
、
さ
ら
に
軍
事
教
練
を
最
も
重
視
す
る
、
な
ど
一
連
の
政
策
を
と
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
」

27
）

2 ：
19

）。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
ま
た
、『
君
主
論
』
の
第
三
章
か
ら
第
五
章
に
お
い
て
も
、
新
旧
の
領
土
を
併
せ
た
「
混
成
型
」
の
君
主
国
を
取
り

上
げ
、
と
く
に
征
服
の
方
法
に
つ
い
て
細
か
く
論
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
第
三
章
か
ら
第
五
章
は
こ
れ
ま
で
、
新
君
主
国
を
主
題
と
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す
る
『
君
主
論
』
の
な
か
で
は
、
力
量
あ
る
新
君
主
や
市
民
型
の
新
君
主
を
扱
っ
た
他
章
と
比
べ
、
充
分
に
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
な
か
で
も
第
三
章
は
、
ロ
ー
マ
の
歴
代
皇
帝
の
気
質
を
考
察
し
た
第
一
九
章
に
次
い
で
長
い
章
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

領
土
欲
と

い
う
の
は
、
き
わ
め
て
自
然
な
、
あ
た
り
ま
え
の
欲
望
で
あ
る
」
と
い
っ
た
、
彼
の
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
世
界
観
や
人
間
観
が
最
初
に
示

さ
れ
る
章
で
も
あ
る28

）。
そ
し
て
、
本
稿
の
関
心
か
ら
と
く
に
見
逃
せ
な
い
の
は
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
や
ブ
ル

タ
ー
ニ
ュ
、
ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
併
合
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
章
の
な
か
で
、
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
「
混
成
型
」、
す
な
わ
ち
複
合
的
・
多
元
的
国
家
と
征
服
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う29

）。

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
こ
こ
で
も
「
力
量
と
思
慮30

）」
を
有
し
た
ロ
ー
マ
を
模
範
と
し
な
が
ら
、
征
服
地
に
お
け
る
統
治
の
技
術
に
つ
い
て

以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
占
領
し
た
国
を
維
持
す
る
た
め
に
は
民
衆
の
支
持
が
必
要
で
あ
る
が
、
言
語
や
風
習
が
共
通
で
あ
り
、

か
つ
自
由
の
伝
統
に
欠
け
る
場
合
は
、
領
主
の
血
統
を
根
絶
や
し
に
し
、
他
方
で
従
来
の
法
や
制
度
を
維
持
す
れ
ば
充
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
言
語
や
風
習
や
制
度
が
異
な
る
場
合
に
は
困
難
が
大
き
い
た
め
、
君
主
が
自
ら
移
住
す
る
か
、
あ
る
い
は
経
費
の
か
か
ら
な
い
移
民
兵

を
派
遣
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
、
と
い
う
の
が
彼
の
判
断
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
同
時
代
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

二

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
征
服
と
野
蛮

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
よ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
征
服
は
、
一
二
世
紀
の
ヘ
ン
リ
二
世
の
時
代
に
ま
で
遡
る
。
し
か
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
場
合

は
、
ケ
ル
ト
系
ゲ
ー
ル
人
の
族
長
の
勢
力
が
残
存
す
る
と
と
も
に
、
現
地
に
定
着
し
た
ア
ン
グ
ロ
・
ノ
ル
マ
ン
系
貴
族
も
ま
た
独
自
に
勢
力

を
強
め
て
い
き
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
総
督
に
よ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
治
が
機
能
す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
ペ
イ
ル
」

柵
）
と
呼
ば
れ
る
ダ

ブ
リ
ン
周
辺
地
域
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た31

）。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
言
語
や
風
習
や
制
度
が
異
な
る
地
域
を
抱
え
る
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と
と
も
に
、
現
地
の
族
長
や
領
主
が
割
拠
す
る
複
雑
な
情
況
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヘ
ン
リ
八
世
と
総
督
の
セ
ン
ト

リ
ジ
ャ
ー
は
、
一
五
四
一
年
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
「
王
国
」
に
昇
格
さ
せ
、
の
ち
に
「
譲
渡
と
再
授
封
」su

rren
d
er a

n
d
 
reg

ra
n
t

と
呼

ば
れ
る
政
策
を
通
じ
て
ゲ
ー
ル
人
の
族
長
を
「
臣
下
」
と
し
て
取
り
込
も
う
と
試
み
る
。
ま
た
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
に
は
、
ア
ル
ス
タ
ー
や
マ

ン
ス
タ
ー
な
ど
の
植
民
に
加
え
、
総
督
の
ヘ
ン
リ
・
シ
ド
ニ
ー
に
よ
っ
て
地
方
長
官
・
評
議
会
が
設
置
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
世
以

来
の
入
植
者
で
あ
る
「
オ
ー
ル
ド
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
に
代
わ
り
、
新
た
な
支
配
者
と
し
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
渡
っ
て
き
た
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
に
よ
る
以
降
の
一
連
の
「
改
革
」
は
失
敗
に
終
わ
り
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
末
期
の
九
年
戦
争
に
お
け

る
軍
事
的
な
「
再
征
服
」
に
帰
結
す
る
こ
と
に
な
っ
た32

）。

こ
の
よ
う
に
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
中
世
以
来
の
歴
史
を
有
す
る
「
古
き
新
世
界
」

山
本
正
）
で
あ
る
と
と
も
に
、

植
民
地
」
と
「
王
国
」
と
い
う
両
義
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
統
治
に
は
「
征
服
」
と
「
改
革
」、
あ
る

い
は
弾
圧
と
融
和
を
め
ぐ
る
緊
張
が
孕
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
錯
雑
し
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
統
治
論
に
お
い
て
は
さ

ら
に
、
宗
教
問
題
に
加
え
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
」
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
「
野
蛮
」
を
対
比
さ
せ
る
言
説
が
加
わ
る
こ
と
と

な
っ
た33

）。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
言
説
の
起
源
と
な
っ
た
作
品
と
し
て
、
ギ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
・
カ
ン
ブ
レ
ン
シ
ス
（G

ira
ld
u
s

 
C
a
m
b
ren

sis;
G
era

ld o
f W

a
les,

c.
1147

1223

）
の
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
地
誌
』T

opograph
is H

ibern
ica

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る34

）。

ウ
ェ
ー
ル
ズ
出
身
の
ギ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
は
、
パ
リ
で
長
く
学
ん
だ
人
文
主
義
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
ヘ
ン
リ
二
世
の
宮
廷
付
聖
職
者
と
し
て
も

活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
地
誌
』
な
か
で
、

自
然
が
隠
し
て
お
い
た
大
洋
の
秘
所
」
に
侵
攻
し
た
「
わ

れ
ら
が
西
方
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
」
で
あ
る
ヘ
ン
リ
を
称
賛
す
る
。
ギ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ン
リ
は
、
征
服
や
統
治
に
関
す
る
キ

ケ
ロ
や
セ
ネ
カ
の
教
え
を
ま
さ
に
実
践
し
た
人
物
で
あ
っ
た35

）。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、

別
世
界
の
よ
う
な
遠
く
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
」

に
い
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
人
々
に
つ
い
て
は
、
怠
惰
な
牧
畜
生
活
を
送
っ
て
農
耕
に
従
事
せ
ず
、
果
樹
や
鉱
物
の
恵
み
も
得
よ
う
と
し
て
い
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な
い
こ
と
か
ら
、
楽
器
の
演
奏
技
術
に
優
れ
て
い
る
こ
と
を
除
け
ば
、

ま
さ
に
野
蛮
で
あ
る
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
評
価
が
下
さ
れ
た

の
で
あ
る36

）。こ
の
民
は
未
開
人
で
、
無
愛
想
で
あ
る
。
獣
の
み
を
食
べ
て
、
獣
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
。
原
始
的
な
牧
畜
を
し
て
暮
ら
す
生
活

か
ら
は
な
れ
て
い
な
い
。
森
か
ら
平
地
へ
、
平
地
か
ら
村
、
そ
し
て
市
民
が
集
住
す
る
状
態
へ
と
人
間
は
進
ん
で
い
く
も
の
だ
が
、
こ

の
民
は
農
業
労
働
を
拒
み
、
都
市
の
富
に
も
ほ
と
ん
ど
無
関
心
で
、
市
民
の
権
利
を
そ
う
か
え
り
み
も
せ
ず
、
森
や
草
地
で
こ
れ
ま
で

親
し
ん
で
き
た
生
活
を
忘
れ
去
る
こ
と
が
で
き
な
い37

）」。

ま
た
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
認
識
は
、
た
と
え
ば
一
五
七
七
年
に
出
版
さ
れ
た
ホ
リ
ン
シ
ェ
ッ
ド
の

『
年
代
記
』C

h
ron

icles

を
通
じ
て
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
な
る38

）。
ホ
リ
ン
シ
ェ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
の
『
年
代
記
』
に
は
統
治
に
必
要
な

「
政
治
的
思
慮
」p

o
litik

e p
ru
d
en
ce

が
含
ま
れ
て
い
る
が39

）、
こ
の
よ
う
な
人
文
主
義
的
な
観
点
か
ら
彼
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
に
加
え
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
征
服
の
歴
史
を
『
年
代
記
』
に
加
え
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
ホ
リ
ン
シ
ェ
ッ
ド
に
よ
っ
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
篇
の
初
版
の
編
集
と
執
筆
を
実
際
に
委
ね
ら
れ
た
の
は
、

ペ
イ
ル
」
出
身
の

人
文
主
義
者
で
あ
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ス
タ
ニ
ハ
ー
ス
ト
（R

ich
a
rd S

ta
n
ih
u
rst,

1547
1618

）
で
あ
っ
た40

）。
そ
し
て
、
彼
も
ま
た
、
ホ
リ

ン
シ
ェ
ッ
ド
と
同
様
の
歴
史
観
を
繰
り
返
し
た
う
え
で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
「
野
蛮
」
に
加
え
、
そ
の
「
堕
落
」
を
と
も
に
「
改
革
」
す
る

必
要
を
訴
え
た
。
す
な
わ
ち
、
征
服
後
の
植
民
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
は
か
つ
て
「
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
が
植
え
付
け
ら
れ
、
良
き
法
が

定
め
ら
れ
、
忠
誠
が
守
ら
れ
、
反
乱
が
抑
圧
さ
れ
た41

）」。
し
か
し
、
そ
の
後
は
逆
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
の
浸
透
や
教
育
の
欠
如
な
ど
を
通

じ
て
「
腐
敗
」
が
進
み42

）、

生
粋
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
」
も
「
未
開
の
種
類
の
人
々
と
交
際
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
堕
落
し
、
キ
ル
ケ
ー
の
毒

杯
を
仰
い
だ
か
の
よ
う
に
様
変
わ
り
し
て
い
る
」。
そ
れ
ゆ
え
、

統
治
を
委
ね
ら
れ
た
者
」
は
、

誠
意
を
も
っ
て
政
治p

o
llicy

e

に
励
み
、
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彼
ら
を
粗
野
か
ら
知
識
、
反
乱
か
ら
服
従
、
裏
切
り
か
ら
誠
実
、
未
開
か
ら
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
、
怠
惰
か
ら
労
働
、
邪
悪
か
ら
敬
神
へ
と
導
か

れ
る
」
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
が
「
自
分
が
盲
目
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
だ
ら
し
な
さ
を

認
識
し
、
生
活
を
改
善
す
る
」
と
と
も
に
、

女
王
陛
下
の
法
や
布
告
」
や
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
栄
え
あ
る
統
治
」、
そ
し
て
「
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
の
幸
い
な
る
改
革
」
に
従
順
と
な
る
の
で
あ
る43

）。

三

帝
国
と
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
認
識
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
以
下
で
は
改
め
て
、
キ
ケ
ロ
や
リ
ウ
ィ
ウ
ス
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
な
ど

を
媒
介
と
し
た
人
文
主
義
の
帝
国
論
や
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
論
の
受
容
の
過
程
を
簡
単
に
点
描
す
る44

）。
そ
の
う
え
で
次
章
で
は
、
ト
マ
ス
・
ス
ミ

ス
や
エ
ド
マ
ン
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
、
あ
る
い
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ビ
ー
コ
ン
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ー
バ
ー
ト
と
い
っ
た
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ

シ
ュ
」
の
立
場
か
ら
展
開
さ
れ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
統
治
論
の
特
徴
を
理
解
し
て
み
た
い
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
「
帝
国
」
の
概
念
が
公
的
に
用
い
ら
れ
た
最
初
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
一
五
三
三
年
の
上
告
禁
止
法

に
お
け
る
「
こ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
は
帝
国
で
あ
る
」

th
is rea

lm
 
o
f E

n
g
la
n
d is a

n em
p
ire

）
の
文
言
で
あ
る45

）。
も
っ
と
も
、
こ

こ
で
の
「
帝
国
」
は
、
領
域
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
教
皇
の
権
力
か
ら
独
立
し
た
至
高
の
権
力
を
意
味
し
て
い
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
三
六
年
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
併
合
や
四
一
年
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
王
国
化
を
経
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
複
合
的
で
多
元
的
な
君
主
国
と
な

る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
四
〇
年
代
に
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
対
す
る
領
有
権
が
主
張
さ
れ
、

グ
レ
イ
ト
・
ブ
リ
テ
ン
帝
国
」
の
主
張
が
初

め
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た46

）。
そ
し
て
、
ロ
ー
マ
的
な
拡
大
を
志
向
す
る
帝
国
や
征
服
、
植
民
、
そ
し
て
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
の
概
念
も
ま
た
、

同
時
代
の
人
文
主
義
者
た
ち
に
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
見
逃
せ
な
い
の
が
、
同
時
代
に
お
け
る
人
文
主
義
的
な
政
治
エ
リ
ー
ト
教
育
の
手
引
き
と
な
っ
た
、
ト
マ
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ス
・
エ
リ
オ
ッ
ト
（T

h
o
m
a
s E

ly
o
t,
c.
1495

1546

）
の
『
統
治
者
論
』T

h
e B

ook N
am
ed th

e G
overn

or
,
1531

で
あ
る
。
一
六
世

紀
の
間
に
八
版
を
重
ね
た
こ
の
作
品
の
な
か
で
、
彼
は
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
子
弟
の
教
育
に
つ
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
語
と
ラ
テ
ン
語
の
文
法
や

叙
事
詩
に
続
け
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
を
勧
め
る
。
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
説
得
や
審
議
、
あ
る
い
は
助
言
や
演
説
な
ど
に

お
い
て
「
言
葉
を
適
切
に
、
然
る
べ
き
場
所
に
収
め
る
」
も
の
で
あ
る
が
、
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
、
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
ら

と
と
も
に
、
そ
の
模
範
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、

全
世
界
の
帝
国
と
支
配
権
を
有
し
た
ロ
ー
マ
」
に
お
い
て
「
素
晴
ら
し
き
雄
弁
で
君

臨
し
た
」
キ
ケ
ロ
で
あ
っ
た47

）。

ま
た
、
古
典
古
代
の
歴
史
家
の
な
か
で
最
初
に
言
及
さ
れ
る
の
が
リ
ウ
ィ
ウ
ス
で
あ
る
が
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
の

冒
頭
部
分
と
同
様
に
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
そ
の
叙
述
か
ら
「
も
っ
と
も
高
貴
な
都
市
ロ
ー
マ
が
、
貧
し
い
小
国
か
ら
始
ま
り
、
い
か
に
し
て

武
勇
と
力
量
に
よ
っ
て
徐
々
に
全
世
界
の
帝
国
と
支
配
権
を
得
る
に
至
っ
た
か
」
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
エ
リ
オ
ッ

ト
は
ま
た
、
リ
ウ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る
ポ
エ
ニ
戦
争
の
記
述
と
と
も
に
、
カ
エ
サ
ル
を
読
む
こ
と
を
君
主
や
顧
問
官
に
薦
め
る
。
な
ぜ
な
ら
、

『
ガ
リ
ア
戦
記
』
の
内
容
は
、

カ
エ
サ
ル
の
時
代
の
ス
イ
ス
人
や
ブ
リ
ト
ン
人
と
同
程
度
の
粗
野
で
野
卑
な
性
質
を
有
し
て
い
る
」
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
人
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
と
の
戦
い
に
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
っ
た48

）。

こ
の
よ
う
な
、
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
を
模
範
と
す
る
人
文
主
義
の
な
か
に
は
ま
た
、
レ
ト
リ
ッ
ク
や
歴
史
の
み
な
ら
ず
、
ホ
リ
ン
シ
ェ
ッ
ド

の
『
年
代
記
』
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
の
言
説
も
展
開
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
ス
タ
ー
キ
（T

h
o
m
a
s
 
S
ta
rk
ey
,

c.
1499

1538

）
に
よ
っ
て
一
五
三
〇
年
前
後
に
書
か
れ
た
『
プ
ー
ル
と
ラ
プ
セ
ッ
ト
の
対
話
』A

 
D
ialogu

e betw
een

 
P
ole an

d
 
L
u
p-

set

の
な
か
で
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
は
文
明
や
秩
序
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

す
べ
て
の
思
慮
や
政
治p

ru
d
en
ce
 
a
n
d
 
p
o
l-

ly
cy

」
は
「
静
穏
と
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
を
も
た
ら
す
」
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

人
は
、
賢
者
の
説
得
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
粗
野

で
獣
の
よ
う
な
生
活
か
ら
、
人
と
し
て
自
然
な
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
に
入
っ
て
行
っ
た
」
の
で
あ
る49

）。

こ
の
よ
う
に
、
人
文
主
義
的
な
教
養
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
や
歴
史
に
育
ま
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
ま
た
、
帝
国
の
拡
大
と
シ
ヴ
ィ
リ
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テ
ィ
へ
の
移
行
を
可
能
に
す
る
た
め
の
思
慮
と
し
て
も
受
容
さ
れ
て
い
た50

）。
以
下
で
は
、
そ
の
具
体
的
な
展
開
を
、
と
く
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
期

の
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
に
よ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
統
治
論
を
例
に
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

四

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
統
治
論

（
一
）
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
の
植
民
論

最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ロ
ー
マ
法
欽
定
講
座
教
授
で
も
あ
っ
た
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
（T

h
o
m
a
s S
m
ith
,
1513

77

）
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
、
そ
の
人
文
主
義
的
な
教
養
に
加
え
、
フ
ラ
ン
ス
駐
在
大
使
や
秘
書
長
官
を
務
め
る
な
ど
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
や
キ
ケ
ロ
に
由
来
す
る
活
動
的
生
活
の
理
念
を
実
践
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
ま
た
、『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
』D

e
 

R
epu

blica
 
A
n
gloru

m
,
1583

を
執
筆
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
制
の
標
準
的
な
見
取
り
図
を
提
示
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る51

）。
そ

の
う
え
で
、
と
く
に
帝
国
と
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
は
ま
ず
、
こ
の
ス
ミ
ス
が
『
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー
ル
論
』A

 
D
iscou

rse
 
of
 
th
e

 
C
om
m
on
w
eal,

1581

の
な
か
で
、
エ
リ
オ
ッ
ト
と
同
様
に
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
支
え
る
統
治
者
や
顧
問
官
に
論
理
学
や
レ
ト
リ
ッ
ク
、

道
徳
哲
学
と
い
っ
た
人
文
主
義
的
な
教
養
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
学
問
は
「
人
間
の
あ
い

だ
に
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
と
知
恵w

isd
o
m

と
政
治p

o
licy

を
お
し
ひ
ろ
め
る
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な
い52

）」
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
、
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
学
問
に
優
れ
た
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
、
言
い
換
え
れ
ば
「
政
治
的p

o
litic

で
文
明
的civ

il

な

国
」
こ
そ
が
他
国
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
歴
史
的
な
事
例
と
な
る
の
が
、
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
の
帝
国
で
あ
り
、
そ
し

て
ま
た
、
ロ
ー
マ
や
サ
ク
ソ
ン
や
ノ
ル
マ
ン
に
よ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
征
服
と
い
う
過
去
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
ま
た
、

帝
国
や
王
国

を
手
に
入
れ
た
り
、
そ
れ
を
維
持
し
た
り
す
る
の
は
、
人
間
の
勇
気
や
力
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
知
恵
や
政
治
に
よ
る
こ
と
の
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方
が
多
い
」
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
知
恵
や
政
治
と
い
う
も
の
は
、
お
も
に
学
問
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、

学
問
や
大
学
が
疎
か
に
さ
れ
る
と
「
政
治
的
な
教
養
の
あ
る
人
」w

ise a
n
d
 
p
o
litic m

en

が
い
な
く
な
り
、

野
蛮
」
へ
と
退
行
す
る
だ

け
で
な
く
、

以
前
わ
た
し
た
ち
が
支
配
し
て
い
た
他
の
国
の
意
の
ま
ま
と
な
り
、
そ
の
国
の
奴
隷
と
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
の
が
彼
の

判
断
で
あ
っ
た53

）。

以
上
の
よ
う
な
人
文
主
義
的
な
立
場
か
ら
、
ス
ミ
ス
は
『
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー
ル
論
』
や
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
』
の
な
か
で
、

ト
マ
ス
・
モ
ア
に
よ
る
空
想
上
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
異
な
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
現
状
に
即
し
た
改
革
案
を
提
示
し
た
こ
と
を
自
負
し
て
い

た54
）。

そ
の
う
え
で
ス
ミ
ス
は
実
際
に
、
一
五
七
〇
年
代
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ア
ー
ド
半
島
へ
の
植
民
を
計
画
す
る
こ
と
に
な
る55

）。
彼
と
息
子

の
ト
マ
ス
が
女
王
エ
リ
ザ
ベ
ス
と
の
間
に
交
わ
し
た
七
一
年
一
〇
月
五
日
付
の
証
書in

d
en
tu
re

に
よ
れ
ば
、
そ
の
目
的
は
、

粗
野
な
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
の
未
開
で
野
蛮
な
民
に
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
習
俗
と
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィm

o
re civ

ility
 
o
f m

a
n
n
er

を
も
た
ら
す
こ
と
」
に
あ

る
と
さ
れ
た56

）。
彼
は
ま
た
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
よ
る
植
民
計
画
の
た
め
に
印
刷
さ
れ
た
最
初
の
宣
伝
物57

）」
と
さ
れ
る
『I.

B
.

か
ら
の
手

紙
』A

 
L
etter sen

t by I.
B
.,1571

を
匿
名
で
出
版
す
る
。
そ
の
な
か
で
彼
は
、

も
う
一
つ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
で
あ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ

の
植
民
を
「
最
も
名
誉
で
利
益
の
あ
る
航
海
」
で
あ
る
と
し
て
、
と
く
に
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
子
弟
の
参
加
を
説
い
た
の
で
あ
る58

）。

ス
ミ
ス
は
ま
た
、
同
様
の
「
説
得
」
を
同
僚
の
顧
問
官
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
セ
シ
ル
）
や
有
力
貴
族
（
エ
セ
ッ
ク
ス
伯
）
ら
に
対
し
て
行
っ

た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
人
文
主
義
の
影
響
を
さ
ら
に
示
す
も
の
と
し
て
見
逃
せ
な
い
の
が
、
説
得
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
の
実
践
や
シ
ヴ
ィ
リ

テ
ィ
の
議
論
に
加
え
、
彼
の
植
民
計
画
の
モ
デ
ル
と
し
て
古
代
ロ
ー
マ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ス
ミ
ス
は
実
際
に
、

計
画
の
実
施
を
委
ね
た
息
子
の
ト
マ
ス
に
対
し
て
、
カ
ル
タ
ゴ
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
と
も
に
、
ロ
ー
マ
が
植
民
都
市
を
建
設
し
た
事
例
を
参

照
し
な
が
ら
、

共
に
住
む
こ
と
」
が
「
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
の
洗
練
」m

o
re civ

ility

を
も
た
ら
す
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

人
間
の
習
俗m

a
n
n
er

は
、
共
に
助
け
合
い
、
共
通
の
利
益
や
危
険
を
有
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
よ
り
洗
練civ

il

さ
れ
従
順
に
な
る
。
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そ
う
で
な
け
れ
ば
、
彼
ら
は
獣
の
如
く
野
蛮
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
こ
れ
ま
で
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
頽
廃
さ
せ
て
き
た
一
因
で
あ
っ

た59
）」。

（
二
）
ビ
ー
コ
ン
と
ハ
ー
バ
ー
ト

ス
ミ
ス
と
同
様
に
、
古
典
古
代
の
世
界
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
統
治
論
に
応
用
し
た
人
文
主
義
者
と
し
て
、
さ
ら
に
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ビ
ー
コ

ン
（R

ich
a
rd B

ea
co
n
,
?-?

）
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ー
バ
ー
ト
（W

illia
m
 
H
erb

ert,
1553?

1593

）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

も
、
両
者
は
と
も
に
、
マ
ン
ス
タ
ー
の
植
民
に
深
く
関
与
し
た
行
政
官
で
も
あ
っ
た
。
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
議
論
は
、
と
く
に

ス
ペ
ン
サ
ー
と
比
較
し
た
場
合
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
統
治
に
お
け
る
説
得
や
教
育
の
役
割
を
強
調
し
た
点
で
注
目
さ
れ
る
。

ビ
ー
コ
ン
が
一
五
九
四
年
に
出
版
し
た
『
ソ
ロ
ン
の
狂
言
』S

olon
 
H
is F

olly

は60
）、

そ
の
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
典

古
代
の
教
養
に
立
脚
し
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
駆
使
さ
れ
た
対
話
作
品
で
あ
っ
た
。
古
代
ア
テ
ナ
イ
の
立
法
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ソ
ロ
ン
は
、
あ

る
時
、
狂
気
を
装
い
な
が
ら
詩
を
歌
い
始
め
、
戦
争
を
再
開
し
て
サ
ラ
ミ
ス
島
を
領
有
す
る
よ
う
に
民
衆
の
心
を
動
か
し
た61

）。
ビ
ー
コ
ン
は
、

こ
の
「
最
も
賢
明
で
熟
練
し
た
統
治
者
」
で
あ
る
ソ
ロ
ン
の
故
事
に
倣
っ
て
、

征
服
さ
れ
、
衰
退
し
、
腐
敗
し
た
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー
ル
の
改

革
」
を
「
説
得
」
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る62

）。

ビ
ー
コ
ン
に
よ
れ
ば
、

衰
退
し
た
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー
ル
の
改
革
」
は
、

そ
の
原
初
の
完
全
な
状
態
の
幸
い
な
る
回
復
に
他
な
ら
な
い
」
が
、

と
く
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
場
合
は
全
体
が
腐
敗
し
て
い
る
た
め
に
、
古
来
の
法
や
慣
習
、
生
活
様
式
、
統
治
や
制
度
と
い
っ
た
コ
モ
ン

ウ
ィ
ー
ル
全
体
に
及
ぶ
「
絶
対
的
で
徹
底
的
」
な
改
革
が
必
要
と
さ
れ
る63

）。
も
っ
と
も
、
そ
の
一
方
で
彼
は
、
古
来
の
法
や
慣
習
を
改
革
す

る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
権
威
や
同
意
、
強
制
力
や
徳
と
と
も
に
「
説
得
の
技
術
」
の
必
要
を
強
調
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
二
巻
で
は
七
章

に
亘
っ
て
、
た
と
え
ば
「
民
衆
の
感
情
を
動
か
し
、
勝
ち
取
り
、
そ
の
気
に
さ
せ
」、
あ
る
い
は
「
嫌
な
事
で
さ
え
も
、
人
び
と
に
喜
ば
れ
、
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受
け
容
れ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
」
た
め
に
、
相
手
の
感
情
を
観
察
し
、
疑
念
を
取
り
払
い
、
説
得
し
た
い
事
柄
に
議
論
を
限
定
す
る
な
ど
の
、

す
べ
て
の
公
的
な
為
政
者
」
に
必
要
な
技
術
や
方
法
が
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る64

）。

ビ
ー
コ
ン
の
議
論
で
見
逃
せ
な
い
点
は
ま
た
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
影
響
が
随
所
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る65

）。
た
と
え
ば
、
ビ
ー
コ
ン
は
、

党
派
対
立
を
避
け
る
た
め
に
「
も
っ
と
も
ら
し
い
約
束
と
甘
い
言
葉
」
を
用
い
た
ソ
ロ
ン
の
「
狡
猾
さ
」
に
つ
い
て
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と

同
様
に
、
そ
れ
を
「
正
当
に
も
政
治p

o
licie

と
呼
ば
れ
る
」
も
の
と
評
価
し
た66

）。
そ
の
う
え
で
、
ビ
ー
コ
ン
は
さ
ら
に
、『
君
主
論
』
と

『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
の
議
論
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
統
治
の
分
析
に
応
用
す
る
。
た
と
え
ば
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
第
二

巻
第
二
三
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
古
代
ロ
ー
マ
と
異
な
り
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
征
服
に
際
し
て
中
途
半
端
な
方
法
を
取
っ
た
た
め
に
「
帝
国

や
統
治
を
確
実
な
も
の
と
し
、
コ
モ
ン
ウ
ィ
ー
ル
を
増
大
さ
せ
る
機
会
を
失
っ
た
」。
そ
れ
と
同
様
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
征
服
も
中
途
半

端
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、

そ
の
統
治
が
幸
福
で
繁
栄
し
て
い
る
と
は
決
し
て
見
ら
れ
な
い
」
の
で
あ
る67

）。

こ
の
よ
う
に
、
ビ
ー
コ
ン
は
「
権
力
」
の
必
要
を
指
摘
す
る
一
方
で
、

説
得
」
や
「
政
治
」、
あ
る
い
は
「
秘
密
の
思
慮
」
や
「
良
き

法
」
や
「
厳
格
な
為
政
者
」
な
ど
を
通
じ
て
「
改
革
」
を
進
め
よ
う
と
試
み
た68

）。
彼
は
ま
た
、

あ
ら
ゆ
る
王
国
の
強
さ
や
力
は
群
衆
や
民

衆
に
存
す
る
」
と
の
立
場
か
ら
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
衰
退
の
大
き
な
原
因
と
し
て
、
族
長
と
領
主
の
増
長
と
圧
政
に
注
意
を
向
け
る
。
彼
に

よ
れ
ば
、

征
服
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
お
い
て
は
、

貴
族
の
力
よ
り
も
民
衆
の
好
意
に
よ
っ
て
統
治
は
よ
り
確
か

な
も
の
へ
と
前
進
す
る
」
の
で
あ
り
、

学
識
あ
る
著
者
」
で
あ
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
従
っ
て
、

民
衆
を
抑
圧
の
状
態
か
ら
解
放
す
る
」

こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る69

）。
た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
ビ
ー
コ
ン
は
、
法
や
宗
教
、
慣
習
、
言
語
を
「
統
一
」
す
る
こ
と
に
加
え
、

征
服
さ
れ
た
国
民
を
義
務
と
服
従
に
留
め
置
く
」
必
要
も
認
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
、『
君
主
論
』
第
三
章
の
議
論
と
同
様
に
、

永
続
的

な
不
平
不
満
」
と
「
無
限
に
続
く
出
費
」
を
招
く
駐
屯
軍
と
対
比
し
て
、
そ
の
た
め
の
「
最
も
有
益
」
な
方
法
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が

「
植
民
」
で
あ
っ
た70

）。

他
方
で
ま
た
、
ハ
ー
バ
ー
ト
は
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
論
』C

roftu
s sive

 
d
e
 
H
ibern

ia
 
L
iber

に
お
い
て
、
キ
ケ
ロ
の
『
ウ
ェ
ッ
レ
ス
弾
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劾
』
を
用
い
な
が
ら
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
古
代
ロ
ー
マ
の
属
州
シ
チ
リ
ア
に
な
ぞ
ら
え
た71

）。
ハ
ー
バ
ー
ト
は
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
リ

ウ
ィ
ウ
ス
な
ど
に
加
え
、
と
り
わ
け
同
時
代
の
代
表
的
な
人
文
主
義
者
で
あ
る
リ
プ
シ
ウ
ス
の
『
政
治
学
六
巻
』
に
大
き
く
依
拠
し
な
が
ら
、

党
派
や
反
乱
、
暴
政
、
非
難
や
中
傷
、
法
や
行
政
な
ど
に
関
す
る
悪
弊
と
対
策
を
考
察
す
る72

）。
そ
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
ト
は
、
ビ
ー
コ
ン
と
同

様
に
、

著
名
な
イ
タ
リ
ア
人
」
で
あ
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
『
君
主
論
』
の
第
三
章
か
ら
植
民
論
を
長
く
引
用
し
、
移
民
兵
と
駐
屯
兵
の

比
較
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。『
君
主
論
』
か
ら
は
他
に
も
、
病
弊
を
早
期
に
発
見
し
て
治
療
を
施
す
必
要
や
（
第
三
章
）、
他
力
本
願
で
な
く

自
力
で
物
事
を
行
う
こ
と
（
第
六
章
）、
民
衆
の
憎
し
み
を
買
わ
な
い
こ
と
が
最
上
の
防
衛
策
で
あ
る
こ
と
（
第
二
〇
章
）、
旧
来
の
法
や
慣

習
を
残
し
た
ま
ま
に
す
る
と
反
乱
が
起
き
、
破
滅
を
招
く
こ
と
（
第
五
章
）
な
ど
が
参
照
さ
れ
た73

）。

ハ
ー
バ
ー
ト
の
議
論
の
特
徴
は
ま
た
、
こ
れ
ら
の
悪
弊
を
予
防
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
教
育
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
求

め
ら
れ
る
。
彼
は
こ
こ
で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
訳
の
聖
書
の
必
要
や
プ
ラ
ト
ン
の
教
え
、
あ
る
い
は
「
学
識
が
残
虐
さ
を
抑
制
す
る74

）」
こ
と

な
ど
を
説
く
と
と
も
に
、
具
体
的
な
大
学
設
置
の
プ
ラ
ン
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
ー
バ
ー
ト
は
、

徳
と
学
問
と
人
間
的
教
養

h
u
m
a
n
ita
tis

の
最
も
悦
ば
し
く
純
粋
な
源
」
で
あ
る
大
学
を
ダ
ブ
リ
ン
と
リ
メ
リ
ッ
ク
に
設
立
し
、
神
学
・
法
学
・
医
学
の
カ
レ
ッ
ジ
を
置

く
だ
け
で
な
く
、
そ
の
財
源
や
給
与
や
教
師
の
配
置
に
つ
い
て
も
細
か
く
言
及
し
た
の
で
あ
る75

）。
こ
の
よ
う
な
教
育
的
な
観
点
か
ら
彼
は
、

他
に
も
、

思
慮
あ
る
統
治
者
」
に
対
し
て
「
暴
政
的
で
危
険
な
」
手
段
を
取
る
の
で
な
く
、
公
正
な
裁
判
や
、
法
や
衣
服
や
習
慣
の
統
一
、

さ
ら
に
は
為
政
者
が
「
侮
辱
や
嘲
笑
、
敵
対
心
や
軽
蔑
」
で
は
な
く
「
優
し
さ
や
親
し
み
」
を
も
っ
て
接
す
る
こ
と
な
ど
を
助
言
し
た76

）。

（
三
）
エ
ド
マ
ン
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
に
お
け
る
征
服
と
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ

こ
の
よ
う
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
統
治
論
は
、
古
典
古
代
の
歴
史
や
レ
ト
リ
ッ
ク
、
あ
る
い
は
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
や
リ
プ

シ
ウ
ス
の
受
容
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
う
え
で
、
と
く
に
征
服
と
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
と
の
緊
張
を
示
す
例
と
し
て
最
後
に
取
り
上
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げ
る
の
が
エ
ド
マ
ン
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
（E

d
m
u
n
d S

p
en
ser,

c.
1522

99

）
で
あ
る
。
彼
は
同
時
代
の
英
文
学
史
を
代
表
す
る
詩
人
と
し

て
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
総
督
グ
レ
イ
の
私
設
秘
書
や
、
大
法
官
府
裁
判
所
や
マ
ン
ス
タ
ー
評
議
会
の

書
記
官
な
ど
を
務
め
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
執
筆
さ
れ
た
彼
の
『
妖
精
の
女
王
』T

h
e F

aerie Q
u
een

,
1590,

96

は77
）、

騎
士
道
の
物
語
が
描
か
れ
た
文
学
作
品
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
以
上
の
よ
う
な
帝
国
や
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
人
文
主
義
の
言

説
が
駆
使
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
も
あ
っ
た78

）。

こ
の
『
妖
精
の
女
王
』
に
収
録
さ
れ
た
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ロ
ー
リ
ー
宛
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
目
的
は
寓
意
を
通
じ
て
ジ
ェ
ン
ト

ル
マ
ン
教
育
を
行
う
こ
と
（

紳
士
、
即
ち
身
分
あ
る
人
に
立
派
な
道
徳
的
訓
育
を
施
す
こ
と
」）
に
あ
っ
た79

）。
そ
れ
ゆ
え
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、

ブ
リ
テ
ン
の
王
子
ア
ー
サ
ー
の
物
語
を
軸
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
挙
げ
た
諸
徳
を
具
現
す
る
騎
士
を
各
巻
に
登
場
さ
せ
る
。
な
か
で
も
注

目
さ
れ
る
の
は
、

正
義
」
の
騎
士
ア
ー
テ
ィ
ガ
ル
が
ア
イ
リ
ー
ナ
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
救
出
に
向
か
う
物
語
が
述
べ
ら
れ
た
『
妖
精
の
女

王
』
第
五
巻
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
冒
頭
で
は
、
バ
ッ
カ
ス
に
よ
る
「
東
洋
全
土
」
の
征
服
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
に
よ
る
「
西
洋
全
土
」
の
征

服
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
る
が80

）、
こ
の
こ
と
は
、
第
五
巻
の
主
題
が
正
義
に
よ
る
征
服
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ス
ペ
ン

サ
ー
は
以
下
の
一
文
に
よ
っ
て
、

妖
精
の
女
王
」

‖
エ
リ
ザ
ベ
ス
）
に
よ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
支
配
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
る
。

ア
イ
リ
ー
ナ
と
呼
ば
れ
る
そ
の
婦
人
は
、
妖
精
の
女
王
の
も
と
に
赴
い
て
、
女
王
に
自
分
の
窮
状
を
訴
え
、
慈
悲
深
い
援
助
を
請

い
求
め
た
。
あ
の
至
高
の
女
王
、
あ
の
強
大
な
女
帝
は
、
あ
ら
ゆ
る
哀
れ
な
嘆
願
者
た
ち
を
助
け
、
弱
い
王
侯
の
保
護
者
と
な
る
の
を

名
誉
と
し
、
ア
イ
リ
ー
ナ
救
出
の
た
め
ア
ー
テ
ィ
ガ
ル
を
選
ば
れ
た
」

81
）

5 ：
1 ：

4

）。

さ
ら
に
、
実
際
に
植
民
地
統
治
に
携
わ
っ
て
い
た
ス
ペ
ン
サ
ー
は
ま
た
、
こ
の
『
妖
精
の
女
王
』
だ
け
で
な
く
、『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
現

状
に
つ
い
て
の
見
解
』A

 
V
iew
 
of th

e P
resen

t S
tate of Irelan

d

（
書
籍
出
版
業
組
合
登
録1598

）
を
執
筆
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
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現
状
分
析
と
具
体
的
な
改
革
案
を
提
示
し
た82

）。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
改
革
の
目
的
は
、
ス
ミ
ス
や
ビ
ー
コ
ン
、
ハ
ー
バ
ー
ト
ら
と
同
様
に
、

野
蛮
」
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
「
よ
り
善
き
統
治
と
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
」
を
導
入
し
、

習
俗m

a
n
n
ers

の
統
合
」
や
「
心
の
一
致
」、
そ
し
て

「
一
つ
の
国
民
」
を
創
出
す
る
こ
と
に
あ
っ
た83

）。

も
っ
と
も
、
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
も
か
つ
て
は
野
蛮
で
あ
り
、
幾
度
も
征
服
さ
れ
て
き
た
が
、
現
在
は
「
シ
ヴ
ィ
リ

テ
ィ
へ
と
至
り
」、

善
き
交
際co

n
v
ersa

tio
n

」
や
「
学
識
と
人
文
学h

u
m
a
n
itie

」
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
優
れ
る
よ
う
に
な
っ
た84

）。
そ
れ

ゆ
え
彼
は
、
こ
の
学
問
を
一
つ
の
手
段
と
し
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
「
洗
練
さ
れ
た
交
際
」
を
行
き
渡
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
子
供
た
ち
は
、
洗
練
さ
れ
た
交
際civ

il co
n
v
ersa

tio
n

へ
と
短
い
間
で
成
長
し
、
か
つ
て
の
粗
野
な
育
ち
を
嫌
う
よ

う
に
な
る
。
そ
し
て
、
両
親
も
ま
た
、
ま
さ
し
く
若
い
子
供
た
ち
の
例
と
比
べ
て
み
る
こ
と
で
、
自
ら
の
立
居
振
舞
い
の
見
苦
し
さ
に

気
づ
く
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
学
問
は
そ
れ
自
体
で
素
晴
ら
し
い
力
を
有
し
て
お
り
、
ひ
ど
く
頑
固
で
粗
暴
な
性
格
を
和
ら
げ
穏
や
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る85

）」。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
対
し
、
ア
ル
ス
タ
ー
の
反
乱
が
全
島
に
波
及
し
始
め
た
頃
に
記
さ
れ
た
ス
ペ
ン

サ
ー
の
見
解
に
は
一
方
で
、
悲
観
的
な
色
彩
が
強
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る86

）。
彼
に
よ
れ
ば
、
ス
キ
タ
イ
人
を
先
祖
と
す
る
（
と
さ
れ
る
）

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
「
野
蛮
」
や
、

オ
ー
ル
ド
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
の
「
堕
落
」
は
根
深
く
、
い
ま
や
「
一
斉
に
蜂
起
し
て
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
へ
の
従
属
を
脱
ぎ
捨
て
よ
う
と
合
図
を
待
っ
て
い
る
」。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
を
導
入
す
る
前
に
ま
ず
、

全
て
を
白
紙

に
も
ど
し
て
、
統
治
の
形
態
を
す
っ
か
り
か
え
て
し
ま
う
」
こ
と
を
求
め
、

よ
り
強
権
的
な
力
」
の
必
要
を
繰
り
返
し
主
張
す
る
こ
と
に

な
る87

）。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
緊
張
を
有
す
る
作
品
の
最
後
で
彼
が
参
照
し
た
の
も
ま
た
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
の
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
そ
こ
か
ら
、
ロ
ー
マ
の
自
由
や
徳
と
い
っ
た
共
和
主
義
的

（82-２･３- ）351 95
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な
議
論
を
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
や
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
な
ど
の
共
和
国
と
は
異
な
り
、

絶
対
的
な
権
力
」

を
統
治
者
に
与
え
た
「
古
代
ロ
ー
マ
の
統
治
の
方
法
」
を
学
ん
だ
の
で
あ
る88

）。

お

わ

り

に

以
上
の
よ
う
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
統
治
論
に
お
い
て
は
、
古
典
古
代
の
歴
史
や
レ
ト
リ
ッ
ク
、
あ
る
い
は
寓
意
や
寓
話

な
ど
が
駆
使
さ
れ
た
人
文
主
義
の
言
説
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
、
キ
ケ
ロ
や
リ
ウ
ィ
ウ
ス
に
加
え
、
と
く
に
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
の
影
響
が
色
濃
く
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
自
由
や
徳
な
ど
を
め
ぐ
る
共
和
主
義
的
な
議
論
よ
り
も
、
複
合
的
・
多
元
的

な
君
主
政
国
家
を
前
提
に
し
た
帝
国
や
征
服
、
あ
る
い
は
野
蛮
や
堕
落
を
克
服
す
る
た
め
の
思
慮
や
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
の
議
論
を
促
す
も
の
で

あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
に
は
ま
た
、
ギ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
や
ホ
リ
ン
シ
ェ
ッ
ド
に
は
じ
ま
り
、
ス
タ
ニ
ハ
ー
ス
ト
の
よ
う
な
「
オ
ー
ル
ド
・

イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
に
よ
る
改
革
論
か
ら
、
ス
ミ
ス
の
植
民
論
、
そ
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
の
よ
う
な
軍
事
的
な
制
圧
論
に
至
る
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
一
方
で
、
エ
リ
オ
ッ
ト
な
ど
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
、
同
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
に
お
け
る
人
文
主
義
的
な
教
養
の
広
が
り
と
と
も
に
、
そ
の
実
践
的
な
性
格
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
実
際
に
、
顧
問
官
で
あ
っ
た
ス
ミ
ス

を
は
じ
め
、
ビ
ー
コ
ン
、
ハ
ー
バ
ー
ト
、
ス
ペ
ン
サ
ー
ら
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
統
治
に
深
く
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
他
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
で
広
が
る
カ
ト
リ
ッ
ク
や
亡
命
者
に
よ
る
議
論
や89

）、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
両
国
に
ま
た
が
る
貴
族
の
名
誉
を
め
ぐ
る
言
説90

）、
あ
る
い
は
吟
遊
詩
人
（
バ
ー
ド
）
に
よ
っ
て
詠
わ
れ
た
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
語
の
詩
な
ど
、
多
様
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
に
よ
る
人
文
主
義
的
な
統
治
論
だ
け

を
取
り
上
げ
て
も
、
そ
こ
に
は
、
近
代
的
な
「
国
家
」
や
「
文
明
」
と
は
異
な
る
、
複
合
的
・
多
元
的
な
帝
国
に
お
け
る
思
想
的
な
諸
問
題

が
孕
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
視
点
か
ら
は
、
お
そ
ら
く
、
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ロ
ッ
ク
、
あ
る
い
は
「
市
民
革
命
」

（法政研究82-２･３- ）96 352
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な
ど
を
中
心
と
し
て
き
た
従
来
の
「
イ
ギ
リ
ス
」
思
想
史
と
は
異
な
る
風
景
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

１
）

S
a
m
u
el Jo

h
n
so
n
,
A
 
D
iction

ary of th
e E

n
glish L

an
gu
age

(L
o
n
d
o
n
,
1755).

２
）

木
村
俊
道
『
文
明
の
作
法
｜
初
期
近
代
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
政
治
と
社
交
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
年
。

３
）

M
.
J.
B
ra
d
d
ick

,
S
tate F

orm
ation in E

arly M
od
ern E

n
glan

d
,
c.
1
5
5
0
1
7
0
0
(C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,2000),p
p
.337

341;

‘C
iv
ility a

n
d A

u
th
o
rity

’,
in D

a
v
id A

rm
ita
g
e a

n
d M

.
J.
B
ra
d
d
ick

(ed
s.),

T
h
e B

ritish
 
A
tlan

tic
 
W
orld

,
1
5
0
0
1
8
0
0
(P
a
lg
ra
v
e

 
M
a
cm
illa

n
,
2n
d ed

.,
2009),

p
p
.
113

132.

４
）

佐
々
木
武
「

問
題
」
と
し
て
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
｜
そ
の‘n
a
tu
re a

n
d o
rig
in
s’

を
求
め
て
」
佐
々
木
武
・
田
中
秀
夫
編
『
啓
蒙
と
社
会
｜
文
明
観
の

変
容
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
三
｜
二
八
頁
。

５
）

最
近
の
例
を
一
つ
だ
け
挙
げ
れ
ば
、
押
村
高
編
『
政
治
概
念
の
歴
史
的
展
開
』
第
七
巻
、
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
五
年
。

６
）

J.
G
.
A
.
P
o
co
ck
,
D
iscovery of Islan

d
s:
E
ssays in

 
B
ritish H

istory
(C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
2005)

（
ポ
ー
コ
ッ
ク
『
島
々
の

発
見
｜
「
新
し
い
ブ
リ
テ
ン
史
」
と
政
治
思
想
』
犬
塚
元
監
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）.

G
len
n B

u
rg
ess

(ed
.),
T
h
e N

ew
 
B
ritish

 
H
istory:

F
ou
n
d
in
g a

 
M
od
ern

 
S
tate 1

6
0
3
1
7
1
5
(I.
B
.
T
a
u
ris,

1999).

７
）

H
.
G
.
K
o
en
ig
sb
erg

er,
‘D
om
in
iu
m
 
R
egale o

r D
om
in
iu
m
 
P
oliticu

m
 
et R

egale
:
M
o
n
a
rch

ies a
n
d P

a
rlia

m
en
ts in E

a
rly M

o
d
ern

 
E
u
ro
p
e’,
in h

is P
olitician

s an
d
 
V
irtu

osi:
E
ssays in E

arly M
od
ern H

istory
(T
h
e H

a
m
b
led
o
n P

ress,
1986),

p
p
.
1
25.

J.
H
.
E
llio

tt,

‘A
 
E
u
ro
p
e o

f C
o
m
p
o
site M

o
n
a
rch

ies’,
P
ast an

d
 
P
resen

t,
n
o
.
137

(1992),
p
p
.
48

71.

８
）

そ
の
一
例
と
し
て
、P
a
u
l L
a
n
g
fo
rd
(g
en
era

l ed
.),
T
h
e S

h
ort O

xford
 
H
istory of th

e B
ritish Isles

,
11 v

o
ls.
(O
x
fo
rd U

n
iv
ersity

 
P
ress,

2000
2008)

（
鶴
島
博
和
監
修
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

ブ
リ
テ
ン
諸
島
の
歴
史
』
全
一
一
巻
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
｜
）.

も
っ
と
も
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、

大
西
洋
群
島
」
に
加
え
、
北
ア
メ
リ
カ
植
民
地
や
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
の
白
人
入
植
地
も

広
く
視
野
に
収
め
て
い
る
。
国
内
に
お
け
る
共
同
研
究
の
例
と
し
て
、
岩
井
淳
編
『
複
合
国
家
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
と
社
会
｜
ブ
リ
テ
ン
国
家
の
創
出
』
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
。

９
）

代
表
的
な
研
究
例
と
し
て
、D

.
B
.
Q
u
in
n
,
‘Irela

n
d
 
a
n
d
 
S
ix
teen

th
 
C
en
tu
ry
 
E
u
ro
p
ea
n
 
E
x
p
a
n
sio
n
’,
in
 
T
.
D
.
W
illia

m
s
(ed
.),

H
istorical S

tu
d
ies
 
I:

P
apers

 
read

 
before

 
th
e
 
S
econ

d
 
Irish

 
C
on
feren

ce
 
of
 
H
istorian

s
(B
o
w
es

&
B
o
w
es,

1958),
p
p
.
20

32;

‘R
en
a
issa

n
ce In

flu
en
ces in E

n
g
lish C

o
lo
n
iza
tio
n
’,
T
ran

saction
s of th

e R
oyal H

istorical S
ociety

,
5th series,

v
o
l.
26
(1976),

p
p
.
73

93.
N
ich
o
la
s C

a
n
n
y
,
‘T
h
e Id

eo
lo
g
y o

f E
n
g
lish C

o
lo
n
iza
tio
n
:
F
ro
m
 
Irela

n
d to A

m
erica

’,
T
h
e W

illiam
 
an
d
 
M
ary Q

u
arterly

,
3rd
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series,
v
o
l.
30,

n
o
.
4
(1973),

p
p
.
575

598;
K
in
gd
om
 
an
d C

olon
y:
Irelan

d in th
e A

tlan
tic
 
W
orld

,
1
5
6
0
1
8
0
0
(T
h
e Jo

h
n H

o
p
k
in
s

 
U
n
iv
ersity P

ress,
1988);

M
akin

g Irelan
d
 
B
ritish 1

5
8
0
1
6
5
0
(O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
2001).

た
だ
し
、
キ
ャ
ニ
ー
は
ブ
リ
テ
ン
史

と
は
距
離
を
置
く
。C

a
n
n
y
,
‘W
ritin

g E
a
rly M

o
d
ern H

isto
ry
:
Irela

n
d
,
B
rita

in
,
a
n
d th

e W
id
er W

o
rld
’,
T
h
e H

istorical Jou
rn
al,

v
o
l.

46,
n
o
.
3
(2003),

p
p
.
723

747.

逆
に
、
ク
イ
ン
や
キ
ャ
ニ
ー
を
批
判
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
西
端
に
あ
る
多
元
的
王
国
と
し
て
理
解

す
る
議
論
と
し
て
、H

ira
m
 
M
o
rg
a
n
,
‘M
id
-A
tla
n
tic B

lu
es’,

T
h
e Irish R

eview
,
v
o
l.
11
(1991),

p
p
.
50

55.
A
n
d
rew

 
H
a
d
field

,
‘R
o
ck
in
g

 
th
e B

o
a
t:
A
 
R
esp

o
n
se to H

ira
m
 
M
o
rg
a
n
’,
T
h
e Irish R

eview
,
v
o
l.
14
(1993),

p
p
.
15

19.

10
）

バ
ー
ナ
ー
ド
・
ベ
イ
リ
ン
『
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
和
田
光
弘
・
森
丈
夫
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
。A

rm
ita
g
e a
n
d

 
B
ra
d
d
ick

(ed
s.),

T
h
e B

ritish A
tlan

tic W
orld

,
1
5
0
0
1
8
0
0
.

法
政
大
学
比
較
経
済
研
究
所
・
後
藤
浩
子
編
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
経
験
｜
植
民
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
国
際
統
合
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
九
年
。

11
）

W
m
.
R
.
L
o
u
is
(ch
ief ed

.),
T
h
e O

xford
 
H
istory of th

e B
ritish E

m
pire

,
5 v

o
ls.
(O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
1998

1999).
L
u
o
is

(ch
ief ed

.),
T
h
e O

xford
 
H
istory of th

e B
ritish E

m
pire,

C
om
pan

ion
 
S
eries

(O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
2004

).

12
）

A
rm
ita
g
e,
G
reater B

ritain
,
1
5
1
6
1
7
7
6
:
E
ssays in A

tlan
tic H

istory
(A
sh
g
a
te,

2004).
Ja
n
e O

h
lm
ey
er,

‘S
ev
en
teen

th
-C
en
tu
ry

 
Irela

n
d a

n
d th

e N
ew
 
B
ritish a

n
d A

tla
n
tic H

isto
ries’,

T
h
e A

m
erican

 
H
istorical R

eview
,
v
o
l.
104,

n
o
.
2
(1999),

p
p
.
446

462.

13
）

A
rm
ita
g
e,
T
h
e Id

eological O
rigin

s of th
e B

ritish E
m
pire

(C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
2000)

（
ア
ー
ミ
テ
イ
ジ
『
帝
国
の
誕
生

｜
ブ
リ
テ
ン
帝
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
起
源
』
平
田
雅
博
他
訳
、
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
）；

T
h
e
 
D
eclaration

 
of
 
In
d
epen

d
en
ce:

A
 

G
lobal H

istory
(H
a
rv
a
rd U

n
iv
ersity P

ress,
2007

）（『
独
立
宣
言
の
世
界
史
』
平
田
雅
博
他
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
）；

F
ou
n
d
a-

tion
s of M

od
ern In

tern
ation

al T
h
ou
gh
t
(C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
2013)

（『
思
想
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
｜
ホ
ッ
ブ
ズ
か
ら
独

立
宣
言
ま
で
』
平
田
雅
博
他
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
五
年).

14
）

そ
の
一
例
と
し
て
、A

rm
ita
g
e
(ed
.),
B
ritish

 
P
olitical T

h
ou
gh
t in

 
H
istory,

L
iteratu

re an
d
 
T
h
eory,

1
5
0
0
1
8
0
0
(C
a
m
b
rid
g
e

 
U
n
iv
ersity P

ress,
2006).

15
）

初
期
近
代
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
ル
ネ
サ
ン
ス
政
治
思
想
の
実
験
場
で
あ
っ
た
」。M

o
rg
a
n
,
‘B
ey
o
n
d S

p
en
ser?:

A
 
H
isto

rio
g
ra
p
h
ica
l In

tro
-

d
u
ctio

n to th
e S

tu
d
y o

f P
o
litica

l Id
ea
s in E

a
rly M

o
d
ern Irela

n
d
’,
in M

o
rg
a
n
(ed
.),
P
olitical Id

eology in
 
Irelan

d
,
1
5
4
1
1
6
4
1

(F
o
u
r C

o
u
rts P

ress,
1999),

p
.
9.

16
）

D
a
v
id H

u
m
e,
T
h
e H

istory of E
n
glan

d
:
F
rom

 
th
e In

vasion of Ju
liu
s C

aesar to th
e R

evolu
tion in 1

6
8
8
,v
o
l.2

(L
ib
erty F

u
n
d
,

1983),
p
.518

（
池
田
和
央
・
犬
塚
元
・
壽
里
竜
訳
「
ヒ
ュ
ー
ム
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
抄
訳
（
一
）
第
二
三
章
末
尾
小
括
）」『
経
済
論
集
』

関
西
大
学
）

第
五
四
巻
第
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）、
一
五
〇
｜
一
五
一
頁
）.
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17
）

Q
u
en
tin S

k
in
n
er,

T
h
e F

ou
n
d
ation

s of
 
M
od
ern

 
P
olitical T

h
ou
gh
t,
2 v

o
ls.

(C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
1978)

（
ス
キ
ナ
ー

『
近
代
政
治
思
想
の
基
礎
｜
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、
宗
教
改
革
の
時
代
』
門
間
都
喜
郎
訳
、
春
風
社
、
二
〇
〇
九
年
）.

18
）

J.
G
.
A
.
P
o
co
ck
,
T
h
e M

ach
iavellian

 
M
om
en
t:
F
loren

tin
e P

olitical T
h
ou
gh
t an

d
 
th
e A

tlan
tic R

epu
blican

 
T
rad

ition
:
W
ith

 
a N

ew
 
A
fterw

ard
 
by th

e A
u
th
or

(P
rin
ceto

n U
n
iv
ersity P

ress,
2003)

（
ポ
ー
コ
ッ
ク
『
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
｜
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
の
政
治
思
想
と
大
西
洋
圏
の
共
和
主
義
の
伝
統
』
田
中
秀
夫
他
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）.

19
）

S
k
in
n
er,

T
h
e F

ou
n
d
ation

s of M
od
ern P

olitical T
h
ou
gh
t,
v
o
l.
1,
p
.
ix
,
v
o
l.
2,
p
.
349

（『
近
代
政
治
思
想
の
基
礎
』
七
、
六
二
九
頁
）.

20
）

P
a
trick

 
C
o
llin

so
n
,
E
lizabeth

an
 
E
ssays

(T
h
e
 
H
a
m
b
led
o
n
 
P
ress,

1994).
M
a
rk
k
u
 
P
elto

n
en
,
C
lassical

 
H
u
m
an
ism

 
an
d

 
R
epu

blican
ism

 
in
 
E
n
glish

 
P
olitical

 
T
h
ou
gh
t
 
1570

1640
(C
a
m
b
rid
g
e
 
U
n
iv
ersity

 
P
ress,

1995).
J.
F
.
M
cD
ia
rm
id

(ed
.),

T
h
e

 
M
on
arch

ical R
epu

blic of E
arly

 
M
od
ern

 
E
n
glan

d
:
E
ssays in

 
R
espon

se to P
atrick C

ollin
son

(A
sh
g
a
te,

2007).

21
）

と
く
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
セ
シ
ル
に
つ
い
て
は
、C
h
risto

p
h
er
 
M
a
g
in
n
,
W
illiam

 
C
ecil,

Irelan
d
,
an
d
 
th
e
 
T
u
d
or
 
S
tate

(O
x
fo
rd

 
U
n
iv
ersity P

ress,
2012).

な
お
、
同
時
代
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
め
ぐ
る
政
治
思
想
を
人
文
主
義
の
観
点
か
ら
理
解
す
る
研
究
と
し
て
は
、
他
に
も
、
植
民
論
に
お
け
る
古
代
ロ
ー

マ
の
影
響
（
ク
イ
ン
、
キ
ャ
ニ
ー
）
や
、
キ
リ
ス
ト
人
文
主
義
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
へ
の
移
行
（
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
）
を
強
調
す
る
議
論
な
ど

が
見
ら
れ
た
（
註
９
、
50
、
86
参
照
）。
こ
れ
ら
の
研
究
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
、
人
文
主
義
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
古
典
や

歴
史
に
育
ま
れ
た
教
養
、
あ
る
い
は
実
践
知
の
政
治
学
と
し
て
理
解
し
、
状
況
の
変
化
に
対
応
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
や
思
慮
、
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
、
あ
る
い
は

「
政
治
」p

o
licy

な
ど
を
め
ぐ
る
言
説
の
展
開
に
注
目
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
関
心
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
の
人
文
主
義
が
、
帝
国
や
君
主
政
、
複
合
的
・
多
元
的
国
家
な
ど
の
文
脈
に
お
い
て
、
と
き
に
は
暴
力
や
武
力
を
許
容
し
な
が
ら
も
、
い
か
に
統
治
を

成
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
実
践
知
と
し
て
の
人
文
主
義
に
つ
い
て
は
、
木
村
『
文
明
と
教
養
の

政
治

｜
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

以
前
の
政
治
思
想
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
三
年
。

22
）

初
期
近
代
に
お
け
る
「
帝
国
の
ル
ネ
サ
ン
ス
」
や
「
帝
国
的
人
文
主
義
」im

p
eria

l
 
h
u
m
a
n
ism

の
影
響
に
着
目
し
た
最
近
の
研
究
と
し
て
、T

.

J.
D
a
n
d
elet,

T
h
e R

en
aissan

ce of E
m
pire in

 
E
arly

 
M
od
ern

 
E
u
rope

(C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
2014).

23
）

キ
ケ
ロ
ー
『
国
家
に
つ
い
て
』
岡
道
男
訳
（『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
』
第
八
巻
）
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
一
二
五
頁
。

24
）

M
ik
a
el H

o
rn
q
v
ist,

M
ach

iavelli an
d
 
E
m
pire

(C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
2004);

‘M
a
ch
ia
v
elli’s T

h
ree D

esires:
F
lo
ren

tin
e

 
R
ep
u
b
lica

n
s o

n L
ib
erty

,
E
m
p
ire,

a
n
d Ju

stice’,
in
 
S
a
n
k
a
r M

u
th
u
(ed
.),
E
m
pire an

d
 
M
od
ern

 
P
olitical T

h
ou
gh
t
(C
a
m
b
rid
g
e

 
U
n
iv
ersity P

ress,
2012),

p
p
.
7
29.

厚
見
恵
一
郎
『
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
拡
大
的
共
和
国
｜
近
代
の
必
然
性
と
「
歴
史
解
釈
の
政
治
学
」』
木
鐸
社
、

二
〇
〇
七
年
。
鹿
子
生
浩
輝
『
征
服
と
自
由
｜
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
政
治
思
想
と
ル
ネ
サ
ン
ス
・
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
』
風
行
社
、
二
〇
一
三
年
。M

a
rco

（82-２･３- ）355 99

征服とシヴィリティ（木村）



C
esa

(ed
.),
M
ach

iavelli on
 
In
tern

ation
al R

elation
s
(O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
2014).

A
.
M
.
A
rd
ito
,
M
ach

iavelli an
d
 
th
e M

od
ern

 
S
tate:

T
h
e P

rin
ce,

th
e D

isco
u
rses o

n L
iv
y
,
an
d
 
th
e E

xten
d
ed
 
T
erritorial R

epu
blic

(C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
2015).

25
）

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
｜
「
ロ
ー
マ
史
」
論
』
永
井
三
明
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
一
年
、
三
〇
八
頁
。
な
お
、
原
語
の
確
認

に
は
、N

icco
lo
M
a
ch
ia
v
elli,

D
iscorsi sopra la P

rim
a D

eca d
i T

ito L
ivio

,
in
tro
d
u
zio
n
e d
i G
en
n
a
ro S

a
sso

,n
o
te d

i G
io
rg
io In

g
lese

(B
ib
lio
teca U

n
iv
ersa

le R
izzo

li,
seco

n
d
a ed

izio
n
e,
1996)

を
用
い
た
。

26
）

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
二
七
七
頁
。

27
）

同
、
三
七
六
頁
。

28
）

マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
『
君
主
論
』
池
田
廉
訳
、
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
一
年
、
二
二
頁
。

29
）

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
こ
こ
で
、
ロ
マ
ー
ニ
ャ
や
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
の
諸
都
市
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
議
論
と
し
て
、
鹿
子
生

『
征
服
と
自
由
』
一
八
三
｜
一
九
五
頁
。

30
）

マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
『
君
主
論
』
一
九
頁
。

31
）

山
本
正
『

王
国
」
と
「
植
民
地
」
｜
近
世
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
な
か
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
二
年
。
以
下
に
お
け
る
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
史
の
理
解
は
、
こ
の
書
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

32
）

こ
れ
ら
の
「
改
革
」
の
経
過
や
実
態
を
め
ぐ
る
、
キ
ャ
ニ
ー
、
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
、
ブ
レ
イ
デ
ィ
ら
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
山
本
『

王
国
」
と

「
植
民
地
」』
第
二
章
。

33
）

C
la
re C

a
rro

ll,
‘B
a
rb
a
ro
u
s S

la
v
es a

n
d C

iv
il C

a
n
n
ib
a
ls:
T
ra
n
sla
tin
g C

iv
ility in E

a
rly M

o
d
ern Irela

n
d
’,
in C

a
rro

ll,
C
irce’s

 
C
u
p:
C
u
ltu
ral T

ran
sform

ation
s in

 
E
arly

 
M
od
ern

 
Irelan

d
(U
n
iv
ersity o

f N
o
tre D

a
m
e P

ress,
2001),

p
p
.
11

27.

34
）

M
o
rg
a
n
,
‘G
ira
ld
u
s C

a
m
b
ren

sis a
n
d th

e T
u
d
o
r C

o
n
q
u
st o

f Irela
n
d
’,
in M

o
rg
a
n
(ed
.),
P
olitical Id

eology in
 
Irelan

d
,
1
5
4
1

1
6
4
1
,
p
p
.
22

44.

35
）

G
ira
ld
u
s C

a
m
b
ren

sis,
T
oporograph

ia
 
H
ibern

ica
,
in
 
h
is O

pera
,
v
o
l.
5
(ed
.),

J.
F
.
D
im
o
ck

(L
o
n
d
o
n
,
1867:

C
a
m
b
rid
g
e

 
U
n
iv
ersity

 
P
ress,

2012),
p
p
.
189

191

（
ギ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
・
カ
ン
ブ
レ
ン
シ
ス
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
地
誌
』
有
光
秀
行
訳
、
青
土
社
、
一
九
九
六
年
、

二
五
七
｜
二
五
九
頁
）.

G
era

ld o
f W

a
les,

T
h
e H

istory an
d
 
T
opograph

y of Irelan
d
,
(tr.),

J.
J.
O
’M
ea
ra
(P
en
g
u
in B

o
o
k
s,
1982),

p
p
.

124
125.

36
）

C
a
m
b
ren

sis,
T
oporograph

ia H
ibern

ica
,
p
p
.
152

153

（『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
地
誌
』
二
〇
五
頁
）.

G
era

ld o
f W

a
les,

T
h
e H

istory an
d

 
T
opograph

y of Irelan
d
,
p
p
.
102

103.

37
）

C
a
m
b
ren

sis,
T
oporograph

ia
 
H
ibern

ica
,
p
.
151

（『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
地
誌
』
二
〇
四
頁
）.

G
era

ld
 
o
f
 
W
a
les,

T
h
e
 
H
istory

 
an
d
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T
opograph

y of Irelan
d
,
p
p
.
101

102.

38
）

一
五
七
七
年
版
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
篇
は
、H

o
lin
sh
ed
,
H
olin

sh
ed
’s Irish

 
C
h
ron

icle
,
(ed
s.),

L
ia
m
 
M
iller a

n
d
 
E
ileen

 
P
o
w
er

(T
h
e

 
D
o
lem

a
n P

ress /
H
u
m
a
n
ities P

ress,
1979).

な
お
、
本
稿
で
は
一
五
八
七
年
版
に
つ
い
て
の
考
察
は
省
略
し
た
。

39
）

H
o
lin
sh
ed
,
H
olin

sh
ed
’s Irish C

h
ron

icle
,
p
.
5.

40
）

C
o
lm
 
L
en
n
o
n
,
R
ich
ard

 
S
tan

ih
u
rst:

T
h
e D

u
blin

er
 
1
5
4
7
1
6
1
8
(Irish

 
A
ca
d
em
ic P

ress,
1981);

‘R
ich
a
rd
 
S
ta
n
ih
u
rst

(1547

1618)
a
n
d O

ld E
n
g
lish Id

en
tity

’,
Irish H

istorical S
tu
d
ies
,
v
o
l.
21,

n
o
.
82
(1978),

p
p
.
121

143.

41
）

H
o
lin
sh
ed
,
H
olin

sh
ed
’s Irish C

h
ron

icle
,
p
p
.
9,
13

14.

42
）

H
o
lin
sh
ed
,
H
olin

sh
ed
’s Irish C

h
ron

icle
,
p
p
.
14,

29.

43
）

H
o
lin
sh
ed
,
H
olin

sh
ed
’s Irish C

h
ron

icle
,
p
p
.
115

116.

44
）

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
受
容
に
つ
い
て
は
、F

elix R
a
a
b
,
T
h
e E

n
glish F

ace of M
ach

iavelli:
A
 
C
h
an
gin

g In
terpreta-

tion
 
1
5
0
0
1
7
0
0
(R
o
u
tled

g
e
&
K
eg
a
n P

a
u
l,
1965).

A
lessa

n
d
ro A

rien
zo a

n
d A

lessa
n
d
ra P

etrin
a
(ed
s.),

M
ach

iavellian
 
E
n
cou

n
-

ters in T
u
d
or an

d
 
S
tu
art E

n
glan

d
:
L
iterary an

d
 
P
olitical In

flu
en
ces from

 
th
e R

eform
ation to th

e R
estoration

(A
sh
g
a
te,

2013).

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
の
受
容
に
つ
い
て
は
、C
a
rro

ll,
‘T
h
e Ja

n
u
s F

a
ce o

f M
a
ch
ia
v
elli:

A
d
a
p
tin
g T

h
e P

rin
ce a

n
d th

e D
iscou

rses in E
a
rly

 
M
o
d
ern Irela

n
d
’,
in C

a
rro

ll,
C
irce’s C

u
p
,
p
p
.
91

103.

45
）

G
.
R
.
E
lto
n
(ed
.),
T
u
d
or C

on
stitu

tion
:
D
ocu

m
en
ts an

d
 
C
om
m
en
tary

(C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
2n
d ed

.,
1982),

p
.
353.

46
）

こ
の
時
代
の
「
帝
国
」
概
念
に
つ
い
て
は
、A

rm
ita
g
e,
T
h
e Id

eological O
rigin

s of th
e B

ritish
 
E
m
pire

,
ch
.
2

（『
帝
国
の
誕
生
』
第
二

章
）.

た
だ
し
、
同
様
の
主
張
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
す
で
に
、
一
四
六
九
年
に
な
さ
れ
て
い
た
。Ibid

.,
p
p
.35

36

（『
帝
国
の
誕
生
』
四
八
頁
）。

47
）

S
ir T

h
o
m
a
s E

ly
o
t,
T
h
e B

ook n
am
ed
 
th
e G

overn
or
,
(ed
.),
S
.
E
.
L
eh
m
b
erg

(E
v
ery

m
a
n
’s L

ib
ra
ry
,
1962),

p
p
.
34

35.

48
）

E
ly
o
t,
T
h
e B

ook n
am
ed
 
th
e G

overn
or
,
p
p
.
37

38.

49
）

T
h
o
m
a
s S

ta
rk
ey
,
A
 
D
ialogu

e betw
een

 
P
ole an

d
 
L
u
pset,

(ed
.),
T
.
F
.
M
a
y
er

(R
o
y
a
l H

isto
rica

l S
o
ciety

,
1989),

p
p
.
5,
7.

S
ta
rk
ey
,
A
 
D
ialogu

e betw
een

 
R
egin

ald
 
P
ole

&
T
h
om
as L

u
pset,

(ed
.),
K
.
M
.
B
u
rto
n
(C
h
a
tto

&
W
in
d
u
s,
1948),

p
p
.
26,

28.

塚

田
富
治
『
カ
メ
レ
オ
ン
精
神
の
誕
生
｜
徳
の
政
治
か
ら
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
ズ
ム
へ
』
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
、
三
五
｜
四
〇
頁
。
な
お
、
礼
儀
や
作
法
と
し

て
の
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
で
本
稿
で
は
省
略
し
た
。

50
）

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
人
文
主
義
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
ッ
ド
シ
ョ
ー
は
、
と
く
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」

論
や
キ
リ
ス
ト
教
人
文
主
義
の
影
響
を
強
調
す
る
。B

ren
d
a
n B

ra
d
sh
a
w
,
T
h
e Irish C

on
stitu

tion
al R

evolu
tion

 
of th

e S
ixteen

th
 
C
en
tu
ry

(C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
1979);

‘S
w
o
rd
,
W
o
rd a

n
d S

tra
teg

y in th
e R

efo
rm
a
tio
n in Irela

n
d
’,
T
h
e H

istorical Jou
rn
al,

v
o
l.
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21,
n
o
.
3
(1978),

p
p
.
475

502;
‘R
o
b
e a
n
d S

w
o
rd in th

e C
o
n
q
u
est o

f Irela
n
d
’,
in C

la
ire C

ro
ss,

D
a
v
id L

o
a
d
es,

a
n
d J.

J.
S
ca
risb

rick

(ed
s.),

L
aw
 
an
d G

overn
m
en
t u
n
d
er th

e T
u
d
ors:

E
ssays presen

ted to S
ir G

eoffrey E
lton

(C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
1988),

p
p
.

139
162;

‘T
h
e E

liza
b
eth

a
n
s a
n
d th

e Irish
’,
in S

tu
d
ies:

A
n
 
Irish Q

u
arterly R

eview
 
of L

etters,
P
h
ilosoph

y an
d
 
S
cien

ce
,
v
o
l.
65

(1977),
p
p
.
38

50;
‘T
h
e E

liza
b
eth

a
n
s a
n
d th

e Irish
:
A
 
M
u
d
d
led M

o
d
el’,

S
tu
d
ies:

A
n Irish Q

u
arterly R

eview
 
of L

etters,
P
h
ilosoph

y
 

an
d
 
S
cien

ce
,
v
o
l.
70
(1981),

p
p
.
233

244.

農
耕
」
や
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
近
年
の
研
究
と
し
て
、J.

P
.
M
o
n
ta
n
o
,
T
h
e

 
R
oots of

 
E
n
glish

 
C
olon

ialism
 
in
 
Irelan

d
(C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity

 
P
ress,

2011).
Ia
n
 
C
a
m
p
b
ell,

R
en
aissan

ce H
u
m
an
ism

 
an
d

 
E
th
n
icity before R

ace:
T
h
e Irish an

d
 
th
e E

n
glish in

 
th
e S

even
teen

th C
en
tu
ry

(M
a
n
ch
ester U

n
iv
ersity P

ress,
2013).

51
）

S
ir T

h
o
m
a
s S
m
ith
,
D
e R

epu
blica A

n
gloru

m
,
(ed
.),
M
a
ry D

ew
a
r
(C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,
1982).

N
ea
l W

o
o
d
,
‘A
v
a
rice

 
a
n
d C

iv
il U

n
ity
:
T
h
e C

o
n
trib

u
tio
n o

f S
ir T

h
o
m
a
s S

m
ith
’,
H
istory of P

olitical T
h
ou
gh
t,
v
o
l.
18,

n
o
.
1
(1997),

p
p
.
24

42.
D
.
H
.

S
a
ck
s,
‘T
h
e P

ru
d
en
ce o

f T
h
ra
sy
m
a
ch
u
s:
S
ir T

h
o
m
a
s S

m
ith a

n
d th

e C
o
m
m
o
n
w
ea
lth o

f E
n
g
la
n
d
’,
in A

.
T
.
G
ra
fto
n a

n
d J.

H
.

M
.
S
a
lm
o
n
(ed
s.),

H
istorian

s an
d
 
Id
eologu

es:
E
ssays in

 
H
on
or of D

on
ald
 
R
.
K
elly

(U
n
iv
ersity o

f R
o
ch
ester P

ress,
2001),

p
p
.

89
122.

52
）

S
m
ith
,
A
 
D
iscou

rse of th
e C

om
m
on
w
eal of T

h
is R

ealm
 
of E

n
glan

d
,
(ed
.),
M
a
ry D

ew
a
r
(T
h
e U

n
iv
ersity P

ress o
f V

irg
in
ia
,

1969),
p
p
.
29,

32

（
出
口
勇
蔵
監
修
『
近
世
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
経
済
思
想
｜
イ
ギ
リ
ス
絶
対
主
義
の
一
政
策
体
系
』
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
、
二
八
、

三
一
頁
）.

53
）

S
m
ith
,
A
 
D
iscou

rse of th
e C

om
m
on
w
eal,

p
p
.
24

25

（『
近
世
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
経
済
思
想
』
二
二
｜
二
三
頁
）.

54
）

S
m
ith
,
D
e R

epu
blica A

n
gloru

m
,
p
.
144.

S
m
ith
,
A
 
D
iscou

rse of th
e C

om
m
on
w
eal,

p
.
105

（『
近
世
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
経
済
思
想
』

一
一
六
頁
）.

55
）

Q
u
in
n
,
‘S
ir T

h
o
m
a
s S

m
ith

(1513
1577)

a
n
d th

e B
eg
in
n
in
g
s o

f E
n
g
lish C

o
lo
n
ia
l T

h
eo
ry
’,
P
roceed

in
gs of

 
th
e A

m
erican

 
P
h
ilosoph

ical S
ociety

,
v
o
l.
89,

n
o
.
4
(1945),

p
p
.
543

560.
D
ew
a
r,
S
ir T

h
om
as S

m
ith
:
A
 
T
u
d
or In

tellectu
al in O

ffice
(T
h
e A

th
lo
n
e

 
P
ress,

1964).
M
o
rg
a
n
,
‘T
h
e C

o
lo
n
ia
l V

en
tu
re o

f S
ir T

h
o
m
a
s S

m
ith in U

lster,
1571

1575’,
T
h
e H

istorical Jou
rn
al,

v
o
l.
28,

n
o
.

2
(1985),

p
p
.
261

278.

56
）

Jo
h
n S

try
p
e,
T
h
e L

ife of th
e L

earn
ed S

ir T
h
om
as S

m
ith
,
K

D
.
C
.
L
.
(C
la
ren

d
o
n P

ress,
1820),

p
.
131.

Q
u
in
n
,
‘S
ir T

h
o
m
a
s

 
S
m
ith
’,
p
.
551.

57
）

Q
u
in
n
,
‘S
ir T

h
o
m
a
s S

m
ith
’,
p
.
551.

58
）

I.
B
.
G
en
tlem

a
n
,
A
 
L
etter sen

t by I.
B
.
(L
o
n
d
o
n
,
1572),

E
1
,
H
2
.
G
eo
rg
e H

ill,
A
n H

istorical A
ccou

n
t of th

e M
acD

on
n
ells
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of A
n
trim

(B
elfa

st,
1873),

p
p
.
411,

415.

59
）

A
.
J.
B
u
tler a

n
d
 
S
.
C
.
L
o
m
a
s
(ed
s.),

C
alen

d
ar
 
of
 
S
tate

 
P
apers,

F
oreign

 
S
eries,

of
 
th
e
 
R
eign

 
of
 
E
lizabeth

,
v
o
l.
17:

Ja
n
u
a
ry
-Ju
n
e,
1583 a

n
d A

d
d
en
d
a
(P
u
b
lic R

eco
rd O

ffice,
1913),

p
.
491.
60
）

R
ich
a
rd B

ea
co
n
,
S
olon

 
H
is F

ollie,
or,

A
 
P
olitiqu

e D
iscou

rse tou
ch
in
g
 
th
e R

eform
ation

 
of
 
C
om
m
on
-w
eales C

on
qu
ered

,

D
eclin

ed
 
or C

orru
pted

,
(ed
s.),

C
la
re C

a
rro

ll a
n
d V

in
cen

t C
a
rey

(M
ed
iev
a
l
&
R
en
a
issa

n
ce T

ex
ts
&
S
tu
d
ies,

1996).

61
）

プ
ル
タ
ー
ク
『
プ
ル
タ
ー
ク
英
雄
伝
（
二
）』
河
野
与
一
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
二
年
、
一
四
｜
一
五
頁
。

62
）

B
ea
co
n
,
S
olon

 
H
is F

ollie
,
p
p
.
13

14.
C
a
rey

,
‘R
ich
a
rd
 
B
ea
co
n
’s S

olon
 
H
is F

ollie
(1594):

C
la
ssica

l S
o
u
rces,

T
ex
t,
a
n
d

 
C
o
n
tex

t in th
e C

o
n
q
u
est o

f Irela
n
d
’,
T
h
e E

u
ropean

 
L
egacy

,
v
o
l.
1,
n
o
.
1
(1996),

p
p
.
207

213.

63
）

B
ea
co
n
,
S
olon

 
H
is F

ollie
,
p
p
.
18,

21.

64
）

B
ea
co
n
,
S
olon H

is F
ollie

,
p
p
.
50,

53.
D
.
A
.
O
rr,
‘In
v
en
tin
g th

e B
ritish R

ep
u
b
lic:

R
ich
a
rd B

ea
co
n
’s
“S
o
lo
n H

is F
o
llie”

(1594)

a
n
d th

e R
h
eto

ric o
f C

iv
iliza

tio
n
’,
T
h
e S

ixteen
th C

en
tu
ry Jou

rn
al,

v
o
l.
38,

n
o
.
4
(2007),

p
p
.
975

994.

65
）

S
y
d
n
ey A

n
g
lo
,
‘A
 
M
a
ch
ia
v
ellia

n S
o
lu
tio
n to th

e Irish P
ro
b
lem

:
R
ich
a
rd B

ea
co
n
’s S

olon
 
H
is F

ollie
(1594)’,

in E
d
w
a
rd

 
C
h
a
n
ey a

n
d P

eter M
a
ck

(ed
s.),

E
n
glan

d
 
an
d
 
th
e C

on
tin
en
tal R

en
aissan

ce:
E
ssays in

 
H
on
ou
r of J.

B
.
T
rapp

(B
o
y
d
ell P

ress,

1990),
p
p
.
153

164.
C
a
rey

,
‘T
h
e Irish F

a
ce o

f M
a
ch
ia
v
elli:

R
ich
a
rd B

ea
co
n
’s S

olon H
is F

ollie
(1594)

a
n
d R

ep
u
b
lica

n Id
eo
lo
g
y

 
in th

e C
o
n
q
u
est o

f Irela
n
d
’,
in M

o
rg
a
n
(ed
.),
P
olitical Id

eology in
 
Irelan

d
,
p
p
.
83

109.

66
）

B
ea
co
n
,
S
olon

 
H
is F

ollie
,
p
p
.
28

29.
塚
田
『
カ
メ
レ
オ
ン
精
神
の
誕
生
』
一
五
二
｜
一
五
五
頁
。

67
）

B
ea
co
n
,
S
olon

 
H
is F

ollie
,
p
.
71.

68
）

B
ea
co
n
,
S
olon

 
H
is F

ollie
,
p
p
.
61

64,
75

84.

69
）

B
ea
co
n
,
S
olon

 
H
is F

ollie
,
p
p
.
105

106.

70
）

B
ea
co
n
,
S
olon

 
H
is F

ollie
,
p
p
.
121

122,
136

137.

71
）

S
ir W

illia
m
 
H
erb

ert,
C
roftu

s sive d
e
 
H
ibern

ia
 
L
iber

(ed
s.),

A
rth
u
r K

ea
v
en
ey
 
a
n
d
 
J.
A
.
M
a
d
d
en

(Irish
 
M
a
n
u
scrip

ts
 

C
o
m
m
issio

n
,
1992),

p
p
.
26

29.

72
）

H
erb

ert,
C
roftu

s
,
p
p
.
52

53.

73
）

H
erb

ert,
C
roftu

s
,
p
p
.
74

77,
44

45,
58

59,
74

75,
76

77,
86

87.

74
）

H
erb

ert,
C
roftu

s
,
p
p
.
100

101.

ハ
ー
バ
ー
ト
は
こ
こ
で
、
学
問
の
行
き
過
ぎ
を
一
方
で
懸
念
す
る
リ
プ
シ
ウ
ス
に
敢
え
て
異
を
唱
え
て
い
る

（p
p
.
162

163

）。Ju
stu
s L

ip
siu
s,
P
olitica:

S
ix B

ooks of P
olitics or P

olitical In
stru

ction
,
(ed
.),
Ja
n W

a
szin

k
(R
o
y
a
l V

a
n G

o
rcu

m
,
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2004),
p
p
.
749

750.

75
）

H
erb

ert,
C
roftu

s
,
p
p
.
100

107.

同
様
に
シ
ヴ
ィ
リ
テ
ィ
を
目
的
と
し
た
教
育
の
必
要
を
説
い
た
議
論
と
し
て
、C

a
n
n
y
(ed
.),
‘R
o
w
lla
n
d

 
W
h
ite’s

‘D
isco

rs to
u
ch
in
g Irela

n
d
’,
c.
1569’,

Irish H
istorical S

tu
d
ies
,
v
o
l.
24
(1977),

p
p
.
439

463.

と
く
に
、p

p
.
460

461.
76
）

H
erb

ert,
C
roftu

s
,
p
p
.
106

117.

77
）

E
d
m
u
n
d S

p
en
ser,

T
h
e F

aerie Q
u
een

e
,
(ed
.),
A
.
C
.
H
a
m
ilto

n
(L
o
n
g
m
a
n
,
rev

ised seco
n
d ed

itio
n
,
2007)

（
ス
ペ
ン
サ
ー
『
妖
精
の

女
王
』
全
四
巻
、
和
田
勇
一
・
福
田
昇
八
訳
、
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）.

78
）

グ
リ
ー
ン
ブ
ラ
ッ
ト
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
自
己
成
型
｜
モ
ア
か
ら
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
ま
で
』
髙
田
茂
樹
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
二
年
、
第
四
章
。

79
）

S
p
en
ser,

T
h
e F

aerie Q
u
een

e
,
p
.
714

（『
妖
精
の
女
王
』
第
一
巻
、
一
四
頁
）.

80
）

S
p
en
ser,

T
h
e F

aerie Q
u
een

e
,
p
.
510

（『
妖
精
の
女
王
』
第
三
巻
、
三
三
二
頁
）.

81
）

S
p
en
ser,

T
h
e F

aerie Q
u
een

e
,
p
.
510

（『
妖
精
の
女
王
』
第
三
巻
、
三
三
三
頁
）.

82
）

S
p
en
ser,

A
 
V
iew
 
of th

e P
resen

t S
tate of Irelan

d
,in T

h
e W

orks of E
d
m
u
n
d S

pen
ser

:A
 
V
a
rio
ru
m
 
E
d
itio

n
,v
o
l.10

(S
p
en
ser’s

 
P
ro
se W

o
rk
s),
(ed
.),
R
u
d
o
lf G

o
ttfried

(T
h
e Jo

h
n H

o
p
k
in
s U

n
iv
ersity P

ress,
1949);

A
 
V
iew
 
of th

e P
resen

t S
tate of Irelan

d
,(ed

.),

W
.
L
.
R
en
w
ick

(C
la
ren

d
o
n P

ress,
1970);

A
 
V
iew
 
of th

e S
tate of Irelan

d
,
(ed
s.),

A
n
d
rew

 
H
a
d
field a

n
d W

illy M
a
ley

(B
la
ck
w
ell,

1997).

以
下
で
は
、
こ
の
作
品
が
初
め
て
出
版
さ
れ
た
一
六
三
三
年
版
を
底
本
と
し
た
、H

a
d
field

 
a
n
d
 
M
a
ley

の
版
か
ら
引
用
す
る
。
同
様
に
一

六
三
三
年
版
を
用
い
た
日
本
語
訳
と
し
て
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
「
一
五
九
六
年
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
氏
に
よ
り
ユ
ー
ド
ク
サ
ス
と
ア
イ

リ
ニ
ー
ア
ス
の
対
話
の
形
で
書
か
れ
た
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
状
況
管
見
（
一
）
〜
（
九
）」
水
野
眞
理
訳
『
文
学
と
評
論
』
第
三
集
第
二
号
（
二
〇
〇
二
）

三
七
｜
五
五
頁
、『
英
文
学
評
論
』
第
七
六
巻
（
二
〇
〇
四
）
一
四
九
｜
一
八
一
頁
、
第
八
〇
巻
（
二
〇
〇
八
）
三
七
｜
七
八
頁
、
第
八
一
巻
（
二
〇
〇

九
）
一
｜
三
九
頁
、『
文
学
と
評
論
』
第
三
集
第
七
号
（
二
〇
一
〇
）
四
七
｜
六
六
頁
、『
英
文
学
評
論
』
第
八
三
巻
（
二
〇
一
一
）
一
｜
二
九
頁
、『
文

学
と
評
論
』
第
三
集
第
八
号
（
二
〇
一
一
）
三
八
｜
六
一
頁
、『
英
文
学
評
論
』
第
八
五
巻
（
二
〇
一
三
）
一
｜
二
三
頁
、
第
八
六
巻
（
二
〇
一
四
）
三

七
｜
六
九
頁
。
な
お
、
一
六
三
三
年
版
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
は‘p

resen
t’

が
な
く
な
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
ま
ま
『
現
状
に
つ
い
て
の
見
解
』
と
し
た
。

83
）

S
p
en
ser,

A
 
V
iew
 
of th

e S
tate of Irelan

d
,
(ed
s.),

H
a
d
field a

n
d M

a
ley
,
p
p
.
11,

144.
E
liza

b
eth F

o
w
ler,

‘A
 
V
ew
e o
f th

e P
resen

t
 

S
ta
te o

f Irela
n
d
(1596,

1633)’,
in R

.
B
.
M
cC
a
b
e
(ed
.),
T
h
e O

x
fo
rd H

a
n
d
b
o
o
k
 
o
f E

d
m
u
n
d S

p
en
ser

(O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,

2010),
p
p
.
314

332.

84
）

S
p
en
ser,

A
 
V
iew
 
of th

e S
tate of Irelan

d
,
(ed
s.),

H
a
d
field a

n
d M

a
ley
,
p
.
21.

85
）

S
p
en
ser,

A
 
V
iew
 
of th

e S
tate of Irelan

d
,
(ed
s.),

H
a
d
field a

n
d M

a
ley
,
p
.
151.

86
）

以
下
で
の
ス
ペ
ン
サ
ー
の
議
論
が
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
の
見
解
を
代
表
す
る
も
の
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
、
キ
ャ
ニ
ー
と
ブ
レ
イ
デ
ィ
の
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論 説



論
争
に
つ
い
て
は
、C

a
n
n
y
,
‘E
d
m
u
n
d S

p
en
ser a

n
d th

e D
ev
elo
p
m
en
t o
f a
n A

n
g
lo
-Irish Id

en
tity

’,
in G

.
K
.
H
u
n
ter a

n
d C

.
J.
R
a
w
so
n

(ed
s.),

T
h
e Y

earbook of E
n
glish S

tu
d
ies
,
v
o
l.
13
(1983),

p
p
.
1
19;

‘S
p
en
ser’s Irish C

risis:
H
u
m
a
n
ism
 
a
n
d E

x
p
erien

ce in th
e 1590s’,

P
ast

&
P
resen

t,
n
o
.
120

(1988),
p
p
.
201

209;
‘In
tro
d
u
ctio

n
:
S
p
en
ser a

n
d th

e R
efo

rm
 
o
f Irela

n
d
’,
in P

a
tricia C

o
u
g
h
la
n
(ed
.),

S
pen

ser an
d
 
Irelan

d
:
A
n
 
In
terd

isciplin
ary P

erspective
(C
o
rk U

n
iv
ersity P

ress,
1989),

p
p
.
9
24.

C
ia
ra
n B

ra
d
y
,
‘S
p
en
ser’s Irish

 
C
risis:

H
u
m
a
n
ism
 
a
n
d E

x
p
erien

ce in th
e 1590s’,

P
ast

&
P
resen

t,
n
o
.
111

(1986),
p
p
.
17

49;
‘S
p
en
ser’s Irish C

risis:
H
u
m
a
n
ism

 
a
n
d E

x
p
erien

ce in th
e 1590s:

R
ep
ly
’,
P
ast

&
P
resen

t,
n
o
.
120

(1988),
p
p
.
210

215;
‘T
h
e R

o
a
d to th

e V
iew

:
O
n th

e D
eclin

e o
f

 
R
efo

rm
 
T
h
o
u
g
h
t in T

u
d
o
r Irela

n
d
’,
in C

o
u
g
h
la
n
(ed
.),
S
pen

ser an
d
 
Irelan

d
,
p
p
.
25

45.

山
本
正
「

野
蛮
」
の
「
改
革
」
｜
エ
ド
マ

ン
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
に
み
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
植
民
地
化
の
論
理
」『
史
林
』
七
六
巻
二
号
（
一
九
九
三
年
）
七
二
｜
一
〇
二
頁
。

ブ
リ
テ
ン
」
の
観
点
を

取
り
入
れ
た
研
究
と
し
て
、H

a
d
field

,
E
d
m
u
n
d
 
S
pen

ser’s Irish E
xperien

ce:
W
ild
e F

ru
it an

d
 
S
alvage S

oyl
(C
la
ren

d
o
n P

ress,
1997);

S
h
akespeare,

S
pen

ser an
d
 
th
e M

atter of B
ritain

(P
a
lg
ra
v
e M

a
cm
illa

n
,
2004).

ま
た
、
戒
厳
令
を
め
ぐ
る
同
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
着

目
し
た
研
究
と
し
て
、D

a
v
id E

d
w
a
rd
s,
‘Id
eo
lo
g
y a

n
d E

x
p
erien

ce:
S
p
en
ser’s V

iew
 
a
n
d M

a
rtia

l L
a
w
 
in Irela

n
d
’,
in M

o
rg
a
n
(ed
.),

P
olitical Id

eology in
 
Irelan

d
,
p
p
.
127

157.

87
）

S
p
en
ser,

A
 
V
iew
 
of th

e S
tate of Irelan

d
,
(ed
s.),

H
a
d
field a

n
d M

a
ley
,
p
.
92

（

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
状
況
管
見
（
六
）」
三
頁
）.

88
）

S
p
en
ser,

A
 
V
iew
 
of th

e S
tate of Irelan

d
,
(ed
s.),

H
a
d
field a

n
d M

a
ley
,
p
.
160.

こ
れ
に
対
し
て
、H

a
d
field

,
‘W
a
s S

p
en
ser a

 
R
ep
u
b
lica

n
?’,
E
n
glish

,
v
o
l.
47
(1998),

p
p
.
169

182.

89
）

C
a
rro

ll,
C
irce’s C

u
p
.
Ja
so
n H

a
rris a

n
d K

eith S
id
w
ell

(ed
s.),

M
akin

g
 
Irelan

d
 
R
om
an
:
Irish

 
N
eo-L

atin
 
W
riters an

d
 
th
e

 
R
epu

blic of L
etters

(C
o
rk U

n
iv
ersity P

ress,
2009).

90
）

B
ren

d
a
n K

a
n
e,
T
h
e P

olitics an
d
 
C
u
ltu
re of H

on
ou
r
 
in
 
B
ritain

 
an
d
 
Irelan

d
,
1
5
4
1
1
6
4
1
(C
a
m
b
rid
g
e U

n
iv
ersity P

ress,

2010).

※
本
稿
は
、
平
成
24

27
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
本

稿
は
九
州
大
学
政
治
研
究
会
（2015.6.20

）
で
の
報
告
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
で
本
文
と
註
を
大
幅
に
削
っ
て
い

る
。

（82-２･３- ）361 105

征服とシヴィリティ（木村）




